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    介護保険法（平成九年法律第

百二十三号）第四十七条第一項

第一号並びに第八十一条第一項

及び第二項の規定に基づき、指

定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を次のよ

うに定める。 

 

（指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準

の一部改正） 

第二条 指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する

基準（平成十一年厚生省令第

三十八号）の一部を次の表の

ように改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３

条） 

 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準

（第５条・第６条） 

 

 

第４章 運営に関する基準

（第７条―第 15条） 

 

第５章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

16条） 

第６章 雑則（第 17条） 

 

附則 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３

条） 

 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準

（第５条・第６条） 

 

 

第４章 運営に関する基準

（第７条―第 15条） 

 

第５章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

16条） 

第６章 雑則（第 17条） 

 

附則 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２

条） 

 

 

第２章 人員に関する基準

（第３条） 

 

 

第３章 運営に関する基準

（第４条―第 22条） 

 

第４章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

23条） 

第５章 雑則（第 24条） 

 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条・第２

条） 

 

 

第２章 人員に関する基準

（第３条） 

 

 

第３章 運営に関する基準

（第４条―第 22条） 

 

第４章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

23条） 

第５章 雑則（第 24条） 

 

附則 

目次 

第一章 趣旨及び基本方針

（第一条・第一条の

二） 

 

第二章 人員に関する基準

（第二条・第三条） 

 

 

第三章 運営に関する基準

（第四条―第二十九

条） 

第四章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

三十条） 

第五章 雑則（第三十一条） 

 

附則 

 

目次 

第一章 趣旨及び基本方針

（第一条・第一条の

二） 

 

第二章 人員に関する基準

（第二条・第三条） 

 

 

第三章 運営に関する基準

（第四条―第二十九

条） 

第四章 基準該当居宅介護支

援に関する基準（第

三十条） 

第五章 雑則（第三十一条） 

 

附則 

 

第１章 総則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険

法(平成９年法律第 123号。以

下「法」という。)第 47条第 1

項第 1号、第 79条第２項第１

号並びに第81条第１項及び第

２項の規定に基づき、指定居

第１章 総則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険

法(平成９年法律第 123号。以

下「法」という。)第 47条第 1

項第 1号、第 79条第２項第１

号並びに第81条第１項及び第

２項の規定に基づき、指定居

第１章 総則 

 

 

 

第１条 この規則は、福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例(平成 26 年福岡市条例第

27号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定

第１章 総則 

 

 

 

第１条 この規則は、福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例(平成 26 年福岡市条例第

27号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定

第一章 趣旨及び基本方

針 

 

（趣旨） 

第一条 基準該当居宅介護支援

（介護保険法（平成九年法律

第百二十三号。以下「法」とい

う。）第四十七条第一項第一号

に規定する基準該当居宅介護

支援をいう。以下同じ。）の事

第一章 趣旨及び基本方

針 

 

（趣旨） 

第一条 基準該当居宅介護支援

（介護保険法（平成九年法律

第百二十三号。以下「法」とい

う。）第四十七条第一項第一号

に規定する基準該当居宅介護

支援をいう。以下同じ。）の事
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宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準等を定めるもの

とする。 

 

宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準等を定めるもの

とする。 

 

めるものとする。 

 

めるものとする。 

 

業に係る法第四十七条第二項

の厚生労働省令で定める基準

及び指定居宅介護支援（法第

四十六条第一項に規定する指

定居宅介護支援をいう。以下

同じ。）の事業に係る法第八十

一条第三項の厚生労働省令で

定める基準は、次の各号に掲

げる基準に応じ、それぞれ当

該各号に定める基準とする。 

一 法第四十七条第一項第一

号の規定により、同条第二

項第一号に掲げる事項につ

いて市町村（特別区を含む。

以下同じ。）が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第二条（第三十条において

準用する場合に限る。）及び

第三条（第三十条において

準用する場合に限る。）の規

定による基準 

二 法第四十七条第一項第一

号の規定により、同条第二

項第二号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準第

四条第一項及び第二項（第

三十条において準用する場

合に限る。）、第五条（第三十

条において準用する場合に

限る。）、第十三条第一項第

七号、第九号から第十一号

まで、第十四号、第十六号、

第十八号の二、第十八号の

三及び第二十六号（第三十

条において準用する場合に

限る。）、第十九条の二（第三

十条において準用する場合

に限る。）、第二十一条の二

業に係る法第四十七条第二項

の厚生労働省令で定める基準

及び指定居宅介護支援（法第

四十六条第一項に規定する指

定居宅介護支援をいう。以下

同じ。）の事業に係る法第八十

一条第三項の厚生労働省令で

定める基準は、次の各号に掲

げる基準に応じ、それぞれ当

該各号に定める基準とする。 

一 法第四十七条第一項第一

号の規定により、同条第二

項第一号に掲げる事項につ

いて市町村（特別区を含む。

以下同じ。）が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第二条（第三十条において

準用する場合に限る。）及び

第三条（第三十条において

準用する場合に限る。）の規

定による基準 

二 法第四十七条第一項第一

号の規定により、同条第二

項第二号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第四条第一項から第三項ま

で（第三十条において準用

する場合に限る。）、第五条（

第三十条において準用する

場合に限る。）、第十三条第

二号の二、第二号の三、第七

号、第九号から第十一号ま

で、第十四号、第十六号、第

十八号の二、第十八号の三

及び第二十六号（第三十条

において準用する場合に限

る。）、第十九条の二（第三十

条において準用する場合に
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（第三十条において準用す

る場合に限る。）、第二十三

条（第三十条において準用

する場合に限る。）、第二十

七条（第三十条において準

用する場合に限る。）並びに

第二十七条の二（第三十条

において準用する場合に限

る。）の規定による基準 

 

三 法第八十一条第一項の規

定により、同条第三項第一

号に掲げる事項について市

町村が条例を定めるに当た

って従うべき基準 第二条

及び第三条の規定による基

準 

四 法第八十一条第二項の規

定により、同条第三項第二

号に掲げる事項について市

町村が条例を定めるに当た

って従うべき基準 第四条

第一項及び第二項、第五条、

第十三条第一項第七号、第

九号から第十一号まで、第

十四号、第十六号、第十八号

の二、第十八号の三及び第

二十六号、第十九条の二、第

二十一条の二、第二十三条、

第二十七条並びに第二十七

条の二の規定による基準 

 

五 法第四十七条第一項第一

号又は第八十一条第一項若

しくは第二項の規定によ

り、法第四十七条第二項第

一号及び第二号並びに第八

十一条第三項第一号及び第

二号に掲げる事項以外の事

限る。）、第二十一条の二（第

三十条において準用する場

合に限る。）、第二十三条（第

三十条において準用する場

合に限る。）、第二十七条（第

三十条において準用する場

合に限る。）並びに第二十七

条の二（第三十条において

準用する場合に限る。）の規

定による基準 

三 法第八十一条第一項の規

定により、同条第三項第一

号に掲げる事項について市

町村が条例を定めるに当た

って従うべき基準 第二条

及び第三条の規定による基

準 

四 法第八十一条第二項の規

定により、同条第三項第二

号に掲げる事項について市

町村が条例を定めるに当た

って従うべき基準 第四条

第一項から第三項まで、第

五条、第十三条第二号の二、

第二号の三、第七号、第九号

から第十一号まで、第十四

号、第十六号、第十八号の二

、第十八号の三及び第二十

六号、第十九条の二、第二十

一条の二、第二十三条、第二

十七条並びに第二十七条の

二の規定による基準 

五 法第四十七条第一項第一

号又は第八十一条第一項若

しくは第二項の規定によ

り、法第四十七条第二項第

一号及び第二号並びに第八

十一条第三項第一号及び第

二号に掲げる事項以外の事
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項について、市町村が条例

を定めるに当たって参酌す

べき基準 この省令で定め

る基準のうち、前各号に定

める基準以外のもの 

 

項について、市町村が条例

を定めるに当たって参酌す

べき基準 この省令で定め

る基準のうち、前各号に定

める基準以外のもの 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用

する用語の意義は、法の例に

よる。 

（定義） 

第２条 この条例において使用

する用語の意義は、法の例に

よる。 

（定義） 

第２条 この規則において使用

する用語の意義は、条例の例

による。 

（定義） 

第２条 この規則において使用

する用語の意義は、条例の例

による。 

 

  

(申請者の要件) 

第３条 法第79条第２項第１号

の条例で定める者は、法人(福

岡市暴力団排除条例(平成22

年福岡市条例第30号)第２条

第２号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。)

を役員とするもの及び同条第

1号に規定する暴力団(以下

「暴力団」という。)又は暴力

団員と密接な関係を有するも

のを除く。)とする。 

 

(申請者の要件) 

第３条 法第79条第２項第１号

の条例で定める者は、法人(福

岡市暴力団排除条例(平成 22

年福岡市条例第 30 号)第２条

第２号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。)

を役員とするもの及び同条第

1 号に規定する暴力団(以下

「暴力団」という。)又は暴力

団員と密接な関係を有するも

のを除く。)とする。 

 

    

第２章 基本方針 

第４条 指定居宅介護支援の事

業は、要介護状態となった場

合においても、その利用者が

可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことが

できるように配慮して行われ

るものでなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業

は、利用者の心身の状況、その

置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福

第２章 基本方針 

第４条 指定居宅介護支援の事

業は、要介護状態となった場

合においても、その利用者が

可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことが

できるように配慮して行われ

るものでなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業

は、利用者の心身の状況、その

置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福

  （基本方針） 

第一条の二 指定居宅介護支援

の事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むこと

ができるように配慮して行わ

れるものでなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援の事業

は、利用者の心身の状況、その

置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福

（基本方針） 

第一条の二 指定居宅介護支援

の事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むこと

ができるように配慮して行わ

れるものでなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援の事業

は、利用者の心身の状況、その

置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福
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祉サービスが、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われ

るものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

に当たっては、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って、利用者に

提供される指定居宅サービス

等(法第８条第 24 項に規定す

る指定居宅サービス等をい

う。以下同じ。)が特定の種類

又は特定の居宅サービス事業

者指定居宅サービス事業者

(法第 41 条第１項に規定する

指定居宅サービス事業者をい

う。以下同じ。)等に不当に偏

することのないよう、公正中

立に行われなければならな

い。 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、事業の運営に当たっては、

市町村(特別区を含む。以下同

じ。)、地域包括支援センター、

老人福祉法(昭和 38 年法律第

133 号)第 20 条の７の２第１

項に規定する老人介護支援セ

ンター、他の指定居宅介護支

援事業者、指定介護予防支援

事業者、介護保険施設、障害者

の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律

(平成 17 年法律第 123 号)第

51 条の 17 第１項第１号に規

定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければ

祉サービスが、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われ

るものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

に当たっては、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って、利用者に

提供される指定居宅サービス

等(法第８条第 24 項に規定す

る指定居宅サービス等をい

う。以下同じ。)が特定の種類

又は特定の居宅サービス事業

者指定居宅サービス事業者

(法第 41 条第１項に規定する

指定居宅サービス事業者をい

う。以下同じ。)等に不当に偏

することのないよう、公正中

立に行われなければならな

い。 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、事業の運営に当たっては、

市町村(特別区を含む。以下同

じ。)、地域包括支援センター、

老人福祉法(昭和 38 年法律第

133 号)第 20 条の７の２第１

項に規定する老人介護支援セ

ンター、他の指定居宅介護支

援事業者、指定介護予防支援

事業者、介護保険施設、障害者

の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律

(平成 17 年法律第 123 号)第

51 条の 17 第１項第１号に規

定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければ

祉サービスが、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われ

るものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

（法第四十六条第一項に規定

する指定居宅介護支援事業者

をいう。以下同じ。）は、指定

居宅介護支援の提供に当たっ

ては、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場

に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等（法第

八条第二十四項に規定する指

定居宅サービス等をいう。以

下同じ。）が特定の種類又は特

定の指定居宅サービス事業者

（法第四十一条第一項に規定

する指定居宅サービス事業者

をいう。以下同じ。）等に不当

に偏することのないよう、公

正中立に行われなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、事業の運営に当たっては、

市町村、法第百十五条の四十

六第一項に規定する地域包括

支援センター、老人福祉法（昭

和三十八年法律第百三十三

号）第二十条の七の二に規定

する老人介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業

者、指定介護予防支援事業者

（法第五十八条第一項に規定

する指定介護予防支援事業者

をいう。以下同じ。）、介護保険

施設、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成十七年法律

祉サービスが、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われ

るものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

（法第四十六条第一項に規定

する指定居宅介護支援事業者

をいう。以下同じ。）は、指定

居宅介護支援の提供に当たっ

ては、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場

に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等（法第

八条第二十四項に規定する指

定居宅サービス等をいう。以

下同じ。）が特定の種類又は特

定の指定居宅サービス事業者

（法第四十一条第一項に規定

する指定居宅サービス事業者

をいう。以下同じ。）等に不当

に偏することのないよう、公

正中立に行われなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、事業の運営に当たっては、

市町村、法第百十五条の四十

六第一項に規定する地域包括

支援センター（以下「地域包括

支援センター」という。）、老人

福祉法（昭和三十八年法律第

百三十三号）第二十条の七の

二に規定する老人介護支援セ

ンター、他の指定居宅介護支

援事業者、指定介護予防支援

事業者（法第五十八条第一項

に規定する指定介護予防支援

事業者をいう。以下同じ。）、介

護保険施設、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支
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ならない。 

 

 

 

 

 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければな

らない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援を提供

するに当たっては、法第118条

の２第１項に規定する介護保

険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならな

い。 

ならない。 

 

 

 

 

 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければな

らない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援を提供

するに当たっては、法第 118

条の２第１項に規定する介護

保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければなら

ない。 

第百二十三号）第五十一条の

十七第一項第一号に規定する

指定特定相談支援事業者等と

の連携に努めなければならな

い。 

 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければな

らない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援を提供

するに当たっては、法第百十

八条の二第一項に規定する介

護保険等関連情報その他必要

な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければな

らない。 

援するための法律（平成十七

年法律第百二十三号）第五十

一条の十七第一項第一号に規

定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければ

ならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければな

らない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援を提供

するに当たっては、法第百十

八条の二第一項に規定する介

護保険等関連情報その他必要

な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければな

らない。 

 

 

第３章 人員に関する基

準 

 

第３章 人員に関する基

準 

 

第２章 人員に関する基

準 

 

第２章 人員に関する基

準 

 

第二章 人員に関する基

準 

 

第二章 人員に関する基

準 

（従業者） 

第５条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定に係る事業所

(以下「指定居宅介護支援事業

所」という。)ごとに、指定居

宅介護支援の提供に当たる介

護支援専門員であって常勤で

あるもの(以下次条第２項を

除き、単に「介護支援専門員」

という。)を置かなければなら

ない。 

２ 介護支援専門員に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

（従業者） 

第５条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定に係る事業所

(以下「指定居宅介護支援事業

所」という。)ごとに、指定居

宅介護支援の提供に当たる介

護支援専門員であって常勤で

あるもの(以下次条第２項を

除き、単に「介護支援専門員」

という。)を置かなければなら

ない。 

２ 介護支援専門員に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 介護支援専門員の員数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 介護支援専門員の員数

（従業者の員数） 

第二条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定に係る事業所

（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに一以上

の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員

であって常勤であるものを置

かなければならない。 

 

 

 

 

２ 前項に規定する員数の基準

（従業者の員数） 

第二条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定に係る事業所

（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに一以上

の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員

であって常勤であるものを置

かなければならない。 

 

 

 

 

２ 前項に規定する員数の基準
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は、利用者の数が 35又はその

端数を増すごとに１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

は、利用者の数（当該指定居宅

介護支援事業者が指定介護予

防支援事業者の指定を併せて

受け、又は介護保険法(平成９

年法律第 123 号。以下「法」

という。)第 115 条の 23 第３

項の規定により地域包括支援

センターの設置者である指定

介護予防支援事業者から委託

を受けて、当該指定居宅介護

支援事業所において指定介護

予防支援（法第 58条第１項に

規定する指定介護予防支援を

いう。以下この項及び第 11条

第１項第 25 号において同

じ。）を行う場合にあっては、

当該事業所における指定居宅

介護支援の利用者の数に当該

事業所における指定介護予防

支援の利用者の数に３分の１

を乗じた数を加えた数。次項

において同じ。）が 44 又はそ

の端数を増すごとに１とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、

指定居宅介護支援事業所が、

公益社団法人国民健康保険中

央会（昭和 34年１月１日に社

団法人国民健康保険中央会と

いう名称で設立された法人を

いう。）が運用及び管理を行う

指定居宅介護支援事業者及び

指定居宅サービス事業者等の

使用に係る電子計算機と接続

された居宅サービス計画の情

報の共有等のための情報処理

システムを利用し、かつ、事務

職員を配置している場合にお

ける介護支援専門員の員数

は、利用者の数が三十五又は

その端数を増すごとに一とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

は、利用者の数（当該指定居宅

介護支援事業者が指定介護予

防支援事業者の指定を併せて

受け、又は法第百十五条の二

十三第三項の規定により地域

包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者

から委託を受けて、当該指定

居宅介護支援事業所において

指定介護予防支援（法第五十

八条第一項に規定する指定介

護予防支援をいう。以下この

項及び第十三条第二十六号に

おいて同じ。）を行う場合にあ

っては、当該事業所における

指定居宅介護支援の利用者の

数に当該事業所における指定

介護予防支援の利用者の数に

三分の一を乗じた数を加えた

数。次項において同じ。）が四

十四又はその端数を増すごと

に一とする。 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず、

指定居宅介護支援事業所が、

公益社団法人国民健康保険中

央会（昭和三十四年一月一日

に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法

人をいう。）が運用及び管理を

行う指定居宅介護支援事業者

及び指定居宅サービス事業者

等の使用に係る電子計算機と

接続された居宅サービス計画

の情報の共有等のための情報

処理システムを利用し、かつ、

事務職員を配置している場合

における第一項に規定する員
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は、利用者の数が 49又はその

端数を増すごとに 1とする。 

 

数の基準は、利用者の数が四

十九又はその端数を増すごと

に一とする。 

 

（管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、

介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36号）第 140条

の66第１号イ⑶に規定する主

任介護支援専門員（以下この

項において「主任介護支援専

門員」という。）でなければな

らない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難で

ある等やむを得ない理由があ

る場合については、介護支援

専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を前項に規定する管

理者とすることができる。 

３ 第１項に規定する管理者

は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限

りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指

定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の職務に従事

する場合 

⑵ 管理者が同一敷地内にあ

る他の事業所の職務に従事

する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管

理に支障がない場合に限

る。） 

（管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、

介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36号）第 140条

の66第１号イ⑶に規定する主

任介護支援専門員（以下この

項において「主任介護支援専

門員」という。）でなければな

らない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難で

ある等やむを得ない理由があ

る場合については、介護支援

専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を前項に規定する管

理者とすることができる。 

３ 第１項に規定する管理者

は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限

りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指

定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の職務に従事

する場合 

⑵ 管理者が他の事業所の職

務に従事する場合（その管

理する指定居宅介護支援事

業所の管理に支障がない場

合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （管理者） 

第三条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、

介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号）第

百四十条の六十六第一号イ⑶

に規定する主任介護支援専門

員（以下この項において「主任

介護支援専門員」という。）で

なければならない。ただし、主

任介護支援専門員の確保が著

しく困難である等やむを得な

い理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護

支援専門員を除く。）を前項に

規定する管理者とすることが

できる。 

３ 第一項に規定する管理者

は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限

りでない。 

一 管理者がその管理する指

定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の職務に従事

する場合 

二 管理者が同一敷地内にあ

る他の事業所の職務に従事

する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管

理に支障がない場合に限

る。） 

（管理者） 

第三条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、

介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号）第

百四十条の六十六第一号イ⑶

に規定する主任介護支援専門

員（以下この項において「主任

介護支援専門員」という。）で

なければならない。ただし、主

任介護支援専門員の確保が著

しく困難である等やむを得な

い理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護

支援専門員を除く。）を前項に

規定する管理者とすることが

できる。 

３ 第一項に規定する管理者は

、専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限り

でない。 

一 管理者がその管理する指

定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の職務に従事

する場合 

二 管理者が他の事業所の職

務に従事する場合（その管理

する指定居宅介護支援事業

所の管理に支障がない場合

に限る。） 

 



福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同施行規則 

－9/53－ 

条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省（新） 

 

第４章 運営に関する基

準 

 

第４章 運営に関する基

準 

 

第３章 運営に関する基

準 

 

第３章 運営に関する基

準 

 

第三章 運営に関する基

準 

 

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第７条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対

し、事業の運営についての重

要事項に関する規程の概要そ

の他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の

開始について文書により利用

申込者の同意を得なければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が第４条に定

める基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるもので

あり、利用者は複数の指定居

宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができるこ

と、前６月間にその指定居宅

介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総

数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下この項に

おいて「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画に

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第７条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対

し、事業の運営についての重

要事項に関する規程の概要そ

の他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の

開始について文書により利用

申込者の同意を得なければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、居

宅サービス計画が第４条に定

める基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるもので

あり、利用者は複数の指定居

宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができるこ

と等につき説明を行い、理解

を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第四条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対

し、第十八条に規定する運営

規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が第一条の二

に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の

指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることがで

きること、前六月間に当該指

定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、

通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護（以下こ

の項において「訪問介護等」と

いう。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が

占める割合、前六月間に当該

指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第四条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対

し、第十八条に規定する運営

規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は

、指定居宅介護支援の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、居宅

サービス計画が第一条の二に

規定する基本方針及び利用者

の希望に基づき作成されるも

のであり、利用者は複数の指

定居宅サービス事業者等を紹

介するよう求めることができ

ること等につき説明を行い、

理解を得なければならない。 
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位置付けられた訪問介護等ご

との回数のうちに同一の指定

居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者に

よって提供されたものが占め

る割合等につき説明を行い、

理解を得なければならない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利

用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介

護支援専門員の氏名及び連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は

、指定居宅介護支援の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、前６

月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居

宅サービス計画の総数のうち

に訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与及び地域密着型通所介

護（以下この項において「訪問

介護等」という。）がそれぞれ

位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前

６月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数

のうちに同一の指定居宅サー

ビス事業者又は指定地域密着

型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合に

つき説明を行い、理解を得る

よう努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利

用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介

護支援専門員の氏名及び連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画に位置付けられた訪問介

護等ごとの回数のうちに同一

の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事

業者によって提供されたもの

が占める割合等につき説明を

行い、理解を得なければなら

ない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利

用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介

護支援専門員の氏名及び連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は

、指定居宅介護支援の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、前六

月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居

宅サービス計画の総数のうち

に訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与及び地域密着型通所介

護（以下この項において「訪問

介護等」という。）がそれぞれ

位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前

六月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数

のうちに同一の指定居宅サー

ビス事業者又は指定地域密着

型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合に

つき説明を行い、理解を得る

よう努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利

用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介

護支援専門員の氏名及び連絡
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先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならな

い。 

先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならな

い。 

 

 

 

（重要事項の電磁的方法によ

る提供） 

第４条 指定居宅介護支援事業

者は、利用申込者又はその家

族からの申出があった場合に

は、条例第７条第１項の規定

による文書の交付に代えて、

第３項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項（以下こ

の条において「重要事項」とい

う。）を電子情報処理組織（指

定居宅介護支援事業者の使用

に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織

をいう。以下この項において

同じ。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの

(以下この条において「電磁的

方法」という。)により提供す

ることができる。この場合に

おいて、当該指定居宅介護支

援事業者は、当該文書を交付

したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用

する方法のうちア又はイに

掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通

 

 

 

（重要事項の電磁的方法によ

る提供） 

第４条 指定居宅介護支援事業

者は、利用申込者又はその家

族からの申出があった場合に

は、条例第７条第１項の規定

による文書の交付に代えて、

第３項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項（以下こ

の条において「重要事項」とい

う。）を電子情報処理組織（指

定居宅介護支援事業者の使用

に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織

をいう。以下この項において

同じ。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの

(以下この条において「電磁的

方法」という。)により提供す

ることができる。この場合に

おいて、当該指定居宅介護支

援事業者は、当該文書を交付

したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用

する方法のうちア又はイに

掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通

先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならな

い。 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、利用申込者又はその家族

からの申出があった場合に

は、第一項の規定による文書

の交付に代えて、第七項で定

めるところにより、当該利用

申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することが

できる。この場合において、当

該指定居宅介護支援事業者

は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 電子情報処理組織を使用

する方法のうちイ又はロに

掲げるもの 

イ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通

先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならな

い。 

 

 

５ 指定居宅介護支援事業者は

、利用申込者又はその家族か

らの申出があった場合には、

第一項の規定による文書の交

付に代えて、第八項で定める

ところにより、当該利用申込

者又はその家族の承諾を得て

、当該文書に記すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という

。）により提供することができ

る。この場合において、当該指

定居宅介護支援事業者は、当

該文書を交付したものとみな

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 電子情報処理組織を使用

する方法のうちイ又はロに

掲げるもの 

イ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通
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信回線を通じて送信し、受

信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイ

ルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイル

に記録された重要事項を

電気通信回線を通じて利

用申込者又はその家族の

閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に

係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要

事項を記録する方法（第３

項の承諾又は第４項の申

出をする場合にあっては、

指定居宅介護支援事業者

の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに

その旨を記録する方法） 

 

 

 

⑵ 磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ

ＯＭその他これらに準じる

方法により一定の事項を確

実に記録しておくことがで

きる物をもって調製するフ

ァイルに重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 

２ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

よる文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

 

信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイル

に記録された重要事項を

電気通信回線を通じて利

用申込者又はその家族の

閲覧に供し、当該利用申

込者又はその家族の使用

に係る電子計算機に備え

られたファイルに当該重

要事項を記録する方法

（第３項の承諾又は第４

項の申出をする場合にあ

っては、指定居宅介護支

援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録す

る方法） 

 

 

⑵ 磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ

ＯＭその他これらに準じる

方法により一定の事項を確

実に記録しておくことがで

きる物をもって調製するフ

ァイルに重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 

２ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

よる文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

 

信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

ロ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイル

に記録された第一項に規

定する重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられた

ファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨

の申出をする場合にあっ

ては、指定居宅介護支援

事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する

方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディ

ー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製す

るファイルに第一項に規定

する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

よる文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

６ 第四項第一号の「電子情報

信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

ロ 指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイル

に記録された第一項に規

定する重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられた

ファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨

の申出をする場合にあっ

ては、指定居宅介護支援

事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する

方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディ

ー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製す

るファイルに第一項に規定

する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

６ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

よる文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

７ 第五項第一号の「電子情報
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３ 指定居宅介護支援事業者

は、第 1 項の規定により重要

事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その

用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を

得なければならない。 

 

⑴ 第 1 項各号に規定する方

法のうち指定居宅介護支援

事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

４ 前項の承諾を得た指定居宅

介護支援事業者は、当該利用

申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該

利用申込者又はその家族に対

し、重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならな

い。ただし、当該利用申込者又

はその家族が再び同項の承諾

をした場合は、この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、第 1 項の規定により重要

事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その

用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を

得なければならない。 

 

⑴ 第 1 項各号に規定する方

法のうち指定居宅介護支援

事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

４ 前項の承諾を得た指定居宅

介護支援事業者は、当該利用

申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該

利用申込者又はその家族に対

し、重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならな

い。ただし、当該利用申込者又

はその家族が再び同項の承諾

をした場合は、この限りでな

い。 

 

処理組織」とは、指定居宅介護

支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者

は、第四項の規定により第一

項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらか

じめ、当該利用申込者又はそ

の家族に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及

び内容を示し、文書又は電磁

的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

一 第四項各号に規定する方

法のうち指定居宅介護支援

事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得

た指定居宅介護支援事業者

は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法

により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があった

ときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第一項に規

定する重要事項の提供を電磁

的方法によってしてはならな

い。ただし、当該利用申込者又

はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は、こ

の限りでない。 

 

処理組織」とは、指定居宅介護

支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

８ 指定居宅介護支援事業者は

、第五項の規定により第一項

に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじ

め、当該利用申込者又はその

家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければ

ならない。 

一 第五項各号に規定する方

法のうち指定居宅介護支援

事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

９ 前項の規定による承諾を得

た指定居宅介護支援事業者

は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法

により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があった

ときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第一項に規

定する重要事項の提供を電磁

的方法によってしてはならな

い。ただし、当該利用申込者又

はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は、こ

の限りでない。 

 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業

者は、正当な理由なく指定居

宅介護支援の提供を拒んでは

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業

者は、正当な理由なく指定居

宅介護支援の提供を拒んでは

  （提供拒否の禁止） 

第五条 指定居宅介護支援事業

者は、正当な理由なく指定居

宅介護支援の提供を拒んでは

（提供拒否の禁止） 

第五条 指定居宅介護支援事業

者は、正当な理由なく指定居

宅介護支援の提供を拒んでは
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ならない。 ならない。 ならない。 

 

ならない。 

 

  （サービス提供困難時の対

応） 

第５条 指定居宅介護支援事業

者は、当該事業所の通常の事

業の実施地域(当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指

定居宅介護支援を提供する地

域をいう。以下同じ。)等を勘

案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護支援を提

供することが困難であると認

めた場合は、他の指定居宅介

護支援事業者の紹介その他の

必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（サービス提供困難時の対

応） 

第５条 指定居宅介護支援事業

者は、当該事業所の通常の事

業の実施地域(当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指

定居宅介護支援を提供する地

域をいう。以下同じ。)等を勘

案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護支援を提

供することが困難であると認

めた場合は、他の指定居宅介

護支援事業者の紹介その他の

必要な措置を講じなければな

らない。 

（サービス提供困難時の対

応） 

第六条 指定居宅介護支援事業

者は、当該事業所の通常の事

業の実施地域（当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指

定居宅介護支援を提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘

案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護支援を提

供することが困難であると認

めた場合は、他の指定居宅介

護支援事業者の紹介その他の

必要な措置を講じなければな

らない。 

（サービス提供困難時の対

応） 

第六条 指定居宅介護支援事

業者は、当該事業所の通常の

事業の実施地域（当該指定居

宅介護支援事業所が通常時に

指定居宅介護支援を提供する

地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自

ら適切な指定居宅介護支援を

提供することが困難であると

認めた場合は、他の指定居宅

介護支援事業者の紹介その他

の必要な措置を講じなければ

ならない。 

  （受給資格等の確認） 

第６条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめなければな

らない。 

（受給資格等の確認） 

第６条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめなければな

らない。 

（受給資格等の確認） 

第七条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめるものとす

る。 

 

（受給資格等の確認） 

第七条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援の提

供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめるものとす

る。 

 

  （要介護認定の申請に係る援

助） 

第７条 指定居宅介護支援事業

者は、被保険者の要介護認定

に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な

協力を行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

（要介護認定の申請に係る援

助） 

第７条 指定居宅介護支援事業

者は、被保険者の要介護認定

に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な

協力を行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

（要介護認定の申請に係る援

助） 

第八条 指定居宅介護支援事業

者は、被保険者の要介護認定

に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な

協力を行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供

（要介護認定の申請に係る援

助） 

第八条 指定居宅介護支援事業

者は、被保険者の要介護認定

に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な

協力を行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供



福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同施行規則 

－15/53－ 

条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省（新） 

の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が

既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期

間の満了日の30日前には行わ

れるよう、必要な援助を行わ

なければならない。 

 

の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が

既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期

間の満了日の 30 日前には行

われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が

既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期

間の満了日の三十日前には行

われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者につ

いては、要介護認定の申請が

既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期

間の満了日の三十日前には行

われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

  （身分を証する書類の携行） 

第８条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に身

分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第８条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に身

分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第九条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に身

分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指

導しなければならない 

 

（身分を証する書類の携行） 

第九条 指定居宅介護支援事業

者は、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に身

分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指

導しなければならない 

 

  （利用料等の受領） 

第９条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援(介護

保険法(平成９年法律第 123

号。以下「法」という。)第 46

条第４項の規定に基づき居宅

介護サービス計画費(同条第

２項に規定する居宅介護サー

ビス計画費をいう。以下この

項において同じ。)が当該指定

居宅介護支援事業者に支払わ

れる場合に係るものを除く。)

（利用料等の受領） 

第９条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援(法第

46条第４項の規定に基づき居

宅介護サービス計画費(同条

第２項に規定する居宅介護サ

ービス計画費をいう。以下こ

の項において同じ。)が当該指

定居宅介護支援事業者に支払

われる場合に係るものを除

く。)を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料

（利用料等の受領） 

第十条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援（法第

四十六条第四項の規定に基づ

き居宅介護サービス計画費

（法第四十六条第二項に規定

する居宅介護サービス計画費

をいう。以下同じ。）が当該指

定居宅介護支援事業者に支払

われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料

（利用料等の受領） 

第十条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援（法第

四十六条第四項の規定に基づ

き居宅介護サービス計画費

（法第四十六条第二項に規定

する居宅介護サービス計画費

をいう。以下同じ。）が当該指

定居宅介護支援事業者に支払

われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料
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を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料(居宅

介護サービス計画費の支給の

対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。)と、居宅介

護サービス計画費の額との間

に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の利用料のほか、利用

者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を

訪問して指定居宅介護支援を

行う場合には、それに要した

交通費の支払を利用者から受

けることができる。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する費用に係

るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得な

ければならない。 

(居宅介護サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る

対価をいう。以下同じ。)と、

居宅介護サービス計画費の額

との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければなら

ない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する利用料の

ほか、利用者の選定により通

常の事業の実施地域以外の地

域の居宅を訪問して指定居宅

介護支援を行う場合には、そ

れに要した交通費の支払を利

用者から受けることができ

る。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する費用に係

るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得な

ければならない。 

（居宅介護サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る

対価をいう。以下同じ。）と、

居宅介護サービス計画費の額

との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければなら

ない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の利用料のほか、利用

者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を

訪問して指定居宅介護支援を

行う場合には、それに要した

交通費の支払を利用者から受

けることができる。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する費用の額

に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

（居宅介護サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る

対価をいう。以下同じ。）と、

居宅介護サービス計画費の額

との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければなら

ない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の利用料のほか、利用

者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を

訪問して指定居宅介護支援を

行う場合には、それに要した

交通費の支払を利用者から受

けることができる。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する費用の額

に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

   

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第10条 指定居宅介護支援事業

者は、提供した指定居宅介護

支援について前条第 1 項の利

用料の支払を受けた場合は、

当該利用料の額等を記載した

指定居宅介護支援提供証明書

を利用者に対して交付しなけ

ればならない。 

 

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第10条 指定居宅介護支援事業

者は、提供した指定居宅介護

支援について前条第１項に規

定する利用料の支払を受けた

場合は、当該利用料の額等を

記載した指定居宅介護支援提

供証明書を利用者に対して交

付しなければならない。 

 

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第十一条 指定居宅介護支援事

業者は、提供した指定居宅介

護支援について前条第一項の

利用料の支払を受けた場合

は、当該利用料の額等を記載

した指定居宅介護支援提供証

明書を利用者に対して交付し

なければならない。 

 

 

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第十一条 指定居宅介護支援事

業者は、提供した指定居宅介

護支援について前条第一項の

利用料の支払を受けた場合

は、当該利用料の額等を記載

した指定居宅介護支援提供証

明書を利用者に対して交付し

なければならない。 
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（指定居宅介護支援の基本取

扱方針） 

第９条 指定居宅介護支援は、

要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう行われると

ともに、医療サービスとの連

携に十分配慮して行われなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、自らその提供する指定居

宅介護支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

（指定居宅介護支援の基本取

扱方針） 

第９条 指定居宅介護支援は、

要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう行われると

ともに、医療サービスとの連

携に十分配慮して行われなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、自らその提供する指定居

宅介護支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

  （指定居宅介護支援の基本取

扱方針） 

第十二条 指定居宅介護支援

は、要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう行われ

るとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行われ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、自らその提供する指定居

宅介護支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

 

（指定居宅介護支援の基本取

扱方針） 

第十二条 指定居宅介護支援

は、要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう行われ

るとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行われ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、自らその提供する指定居

宅介護支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体拘束等の禁止） 

第９条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、指定居宅介護支援

の提供に当たっては、当該利

（指定居宅介護支援の具体的

取扱方針） 

第11条 指定居宅介護支援の方

針は、条例第４条に定める基

本方針及び条例第９条に定め

る基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものと

する。 

⑴ 指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門

員に居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させ

ること。 

⑵ 指定居宅介護支援の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説

明を行うこと。 

 

 

 

 

 

（指定居宅介護支援の具体的

取扱方針） 

第11条 指定居宅介護支援の方

針は、条例第４条に定める基

本方針及び条例第９条に定め

る基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものと

する。 

⑴ 指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門

員に居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させ

ること。 

⑵ 指定居宅介護支援の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説

明を行うこと。 

 

 

 

 

 

（指定居宅介護支援の具体的

取扱方針） 

第十三条 指定居宅介護支援の

方針は、第一条の二に規定す

る基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものと

する。 

一 指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門

員に居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させ

るものとする。 

二 指定居宅介護支援の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説

明を行う。 

 

 

（新設） 

 

 

（指定居宅介護支援の具体的

取扱方針） 

第十三条 指定居宅介護支援の

方針は、第一条の二に規定す

る基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものと

する。 

一 指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門

員に居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させ

るものとする。 

二 指定居宅介護支援の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説

明を行う。 

 

 

二の二 指定居宅介護支援の

提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命
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（新設） 

 

用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（次項におい

て「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は

、身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に

行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われ

るようにすること。 

 

⑷ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス以

外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含

めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めるこ

と。 

 

 

 

⑸ 介護支援専門員は、居宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に

行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われ

るようにすること。 

 

⑷ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス以

外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含

めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めるこ

と。 

 

 

 

⑸ 介護支援専門員は、居宅

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

三 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に

行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われ

るようにしなければならな

い。 

四 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス

（法第二十四条第二項に規

定する介護給付等対象サー

ビスをいう。以下同じ。）以

外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含

めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めなけれ

ばならない。 

五 介護支援専門員は、居宅

又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「

身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

 

二の三 前号の身体的拘束等

を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

三 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に

行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われ

るようにしなければならな

い。 

四 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス

（法第二十四条第二項に規

定する介護給付等対象サー

ビスをいう。以下同じ。）以

外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含

めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めなけれ

ばならない。 

五 介護支援専門員は、居宅サ
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サービス計画の作成の開始

に当たっては、利用者によ

るサービスの選択に資する

よう、当該地域における指

定居宅サービス事業者等に

関するサービスの内容、利

用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提

供すること。 

⑹ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、適切な方法により、

利用者について、その有す

る能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の

評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常

生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべ

き課題を把握すること。 

 

⑺ 介護支援専門員は、前号

に規定する解決すべき課題

の把握（以下この項におい

て「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居

宅を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接して行うこ

と。この場合において、介護

支援専門員は、面接の趣旨

を利用者及びその家族に対

して十分に説明し、理解を

得ること。 

⑻ 介護支援専門員は、利用

者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果に

基づき、利用者の家族の希

サービス計画の作成の開始

に当たっては、利用者によ

るサービスの選択に資する

よう、当該地域における指

定居宅サービス事業者等に

関するサービスの内容、利

用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提

供すること。 

⑹ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、適切な方法により、

利用者について、その有す

る能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の

評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常

生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべ

き課題を把握すること。 

 

⑺ 介護支援専門員は、前号

に規定する解決すべき課題

の把握（以下この項におい

て「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居

宅を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接して行うこ

と。この場合において、介護

支援専門員は、面接の趣旨

を利用者及びその家族に対

して十分に説明し、理解を

得ること。 

⑻ 介護支援専門員は、利用

者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果に

基づき、利用者の家族の希

サービス計画の作成の開始

に当たっては、利用者によ

るサービスの選択に資する

よう、当該地域における指

定居宅サービス事業者等に

関するサービスの内容、利

用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提

供するものとする。 

六 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、適切な方法により、

利用者について、その有す

る能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の

評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常

生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべ

き課題を把握しなければな

らない。 

七 介護支援専門員は、前号

に規定する解決すべき課題

の把握（以下「アセスメン

ト」という。）に当たっては、

利用者の居宅を訪問し、利

用者及びその家族に面接し

て行わなければならない。

この場合において、介護支

援専門員は、面接の趣旨を

利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得

なければならない。 

八 介護支援専門員は、利用

者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果に

基づき、利用者の家族の希

ービス計画の作成の開始に

当たっては、利用者によるサ

ービスの選択に資するよう、

当該地域における指定居宅

サービス事業者等に関する

サービスの内容、利用料等の

情報を適正に利用者又はそ

の家族に対して提供するも

のとする。 

六 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成に当た

っては、適切な方法により、

利用者について、その有す

る能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の

評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常

生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべ

き課題を把握しなければな

らない。 

七 介護支援専門員は、前号

に規定する解決すべき課題

の把握（以下「アセスメン

ト」という。）に当たっては、

利用者の居宅を訪問し、利

用者及びその家族に面接し

て行わなければならない。

この場合において、介護支

援専門員は、面接の趣旨を

利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得

なければならない。 

八 介護支援専門員は、利用

者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果に

基づき、利用者の家族の希



福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同施行規則 

－20/53－ 

条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省（新） 

望及び当該地域における指

定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握さ

れた解決すべき課題に対応

するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討

し、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその

達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサー

ビスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成する

こと。 

⑼ 介護支援専門員は、サー

ビス担当者会議（条例第 12

条第３項に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下

この項において同じ。）の開

催により、利用者の状況等

に関する情報を居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた

指定居宅サービス等の担当

者（以下この項において「担

当者」という。）と共有する

とともに、当該居宅サービ

ス計画の原案の内容につい

て、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるこ

と。ただし、利用者（末期の

悪性腫瘍の患者に限る。）の

心身の状況等により、主治

の医師又は歯科医師（以下

この条において「主治の医

師等」という。）の意見を勘

望及び当該地域における指

定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握さ

れた解決すべき課題に対応

するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討

し、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその

達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサー

ビスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成する

こと。 

⑼ 介護支援専門員は、サー

ビス担当者会議（条例第 12

条第３項に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下

この項において同じ。）の開

催により、利用者の状況等

に関する情報を居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた

指定居宅サービス等の担当

者（以下この項において「担

当者」という。）と共有する

とともに、当該居宅サービ

ス計画の原案の内容につい

て、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるこ

と。ただし、利用者（末期の

悪性腫瘍の患者に限る。）の

心身の状況等により、主治

の医師又は歯科医師（以下

この条において「主治の医

師等」という。）の意見を勘

望及び当該地域における指

定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握さ

れた解決すべき課題に対応

するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討

し、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその

達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサー

ビスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成しな

ければならない。 

九 介護支援専門員は、サー

ビス担当者会議（介護支援

専門員が居宅サービス計画

の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本と

しつつ、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居

宅サービス等の担当者（以

下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会

議（テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレ

ビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者

又はその家族（以下この号

において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等

の同意を得なければならな

望及び当該地域における指

定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握さ

れた解決すべき課題に対応

するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討

し、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその

達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサー

ビスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成しな

ければならない。 

九 介護支援専門員は、サー

ビス担当者会議（介護支援

専門員が居宅サービス計画

の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本と

しつつ、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居

宅サービス等の担当者（以

下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会

議（テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレ

ビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者

又はその家族（以下この号

において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等

の同意を得なければならな
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案して必要と認める場合そ

の他のやむを得ない理由が

ある場合については、担当

者に対する照会等により意

見を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等

について、保険給付の対象

となるかどうかを区分した

上で、当該居宅サービス計

画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者

の同意を得ること。 

 

⑾ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を利用者及び担当者に交

付すること。 

⑿ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス事業者等

に対して、訪問介護計画（福

案して必要と認める場合そ

の他のやむを得ない理由が

ある場合については、担当

者に対する照会等により意

見を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等

について、保険給付の対象

となるかどうかを区分した

上で、当該居宅サービス計

画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者

の同意を得ること。 

 

⑾ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を利用者及び担当者に交

付すること。 

⑿ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス事業者等

に対して、訪問介護計画（福

い。）をいう。以下同じ。）の

開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と

共有するとともに、当該居

宅サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、利

用者（末期の悪性腫瘍の患

者に限る。）の心身の状況等

により、主治の医師又は歯

科医師（以下この条におい

て「主治の医師等」という。）

の意見を勘案して必要と認

める場合その他のやむを得

ない理由がある場合につい

ては、担当者に対する照会

等により意見を求めること

ができるものとする。 

十 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等

について、保険給付の対象

となるかどうかを区分した

上で、当該居宅サービス計

画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者

の同意を得なければならな

い。 

十一 介護支援専門員は、居

宅サービス計画を作成した

際には、当該居宅サービス

計画を利用者及び担当者に

交付しなければならない。 

十二 介護支援専門員は、居

宅サービス計画に位置付け

た指定居宅サービス事業者

等に対して、訪問介護計画

い。）をいう。以下同じ。）の

開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と

共有するとともに、当該居

宅サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、利

用者（末期の悪性腫瘍の患

者に限る。）の心身の状況等

により、主治の医師又は歯

科医師（以下この条におい

て「主治の医師等」という。）

の意見を勘案して必要と認

める場合その他のやむを得

ない理由がある場合につい

ては、担当者に対する照会

等により意見を求めること

ができるものとする。 

十 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等

について、保険給付の対象

となるかどうかを区分した

上で、当該居宅サービス計

画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者

の同意を得なければならな

い。 

十一 介護支援専門員は、居

宅サービス計画を作成した

際には、当該居宅サービス

計画を利用者及び担当者に

交付しなければならない。 

十二 介護支援専門員は、居

宅サービス計画に位置付け

た指定居宅サービス事業者

等に対して、訪問介護計画
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岡市指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例施行

規則（平成 25年福岡市規則

第 34 号）第 18 条第１項に

規定する訪問介護計画をい

う。）等同規則において位置

付けられている計画の提出

を求めること。 

 

 

⒀ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成後、居

宅サービス計画の実施状況

の把握（利用者についての

継続的なアセスメントを含

む。）を行い、必要に応じて

居宅サービス計画の変更、

指定居宅サービス事業者等

との連絡調整その他の便宜

の提供を行うこと。 

 

⒀の２ 介護支援専門員は、

指定居宅サービス事業者等

から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要

と認めるときは、利用者の

服薬状況、口腔
くう

機能その他

の利用者の心身又は生活の

状況に係る情報のうち必要

と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師若し

くは歯科医師又は薬剤師に

提供すること。 

⒁ 介護支援専門員は、第 13

号に規定する実施状況の把

握（イにおいて「モニタリン

グ」という。）に当たっては、

利用者及びその家族、指定

岡市指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例施行

規則（平成 25年福岡市規則

第 34 号）第 18 条第１項に

規定する訪問介護計画をい

う。）等同規則において位置

付けられている計画の提出

を求めること。 

 

 

⒀ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画の作成後、居

宅サービス計画の実施状況

の把握（利用者についての

継続的なアセスメントを含

む。）を行い、必要に応じて

居宅サービス計画の変更、

指定居宅サービス事業者等

との連絡調整その他の便宜

の提供を行うこと。 

 

⒀の２ 介護支援専門員は、

指定居宅サービス事業者等

から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要

と認めるときは、利用者の

服薬状況、口腔
くう

機能その他

の利用者の心身又は生活の

状況に係る情報のうち必要

と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師等又

は薬剤師に提供すること。 

 

⒁ 介護支援専門員は、第 13

号に規定する実施状況の把

握（イ及びウにおいて「モニ

タリング」という。）に当た

っては、利用者及びその家

（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十一年厚

生省令第三十七号。以下「指

定居宅サービス等基準」と

いう。）第二十四条第一項に

規定する訪問介護計画をい

う。）等指定居宅サービス等

基準において位置付けられ

ている計画の提出を求める

ものとする。 

十三 介護支援専門員は、居

宅サービス計画の作成後、

居宅サービス計画の実施状

況の把握（利用者について

の継続的なアセスメントを

含む。）を行い、必要に応じ

て居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業

者等との連絡調整その他の

便宜の提供を行うものとす

る。 

十三の二 介護支援専門員

は、指定居宅サービス事業

者等から利用者に係る情報

の提供を受けたときその他

必要と認めるときは、利用

者の服薬状況、口腔機能そ

の他の利用者の心身又は生

活の状況に係る情報のうち

必要と認めるものを、利用

者の同意を得て主治の医師

若しくは歯科医師又は薬剤

師に提供するものとする。 

十四 介護支援専門員は、第

十三号に規定する実施状況

の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては、

利用者及びその家族、指定

（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十一年厚

生省令第三十七号。以下「指

定居宅サービス等基準」と

いう。）第二十四条第一項に

規定する訪問介護計画をい

う。）等指定居宅サービス等

基準において位置付けられ

ている計画の提出を求める

ものとする。 

十三 介護支援専門員は、居

宅サービス計画の作成後、

居宅サービス計画の実施状

況の把握（利用者について

の継続的なアセスメントを

含む。）を行い、必要に応じ

て居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業

者等との連絡調整その他の

便宜の提供を行うものとす

る。 

十三の二 介護支援専門員は、

指定居宅サービス事業者等

から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要

と認めるときは、利用者の服

薬状況、口腔
く う

機能その他の利

用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認

めるものを、利用者の同意を

得て主治の医師等又は薬剤

師に提供するものとする。 

 

十四 介護支援専門員は、第十

三号に規定する実施状況の

把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、利

用者及びその家族、指定居宅
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居宅サービス事業者等との

連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行

うこと。 

ア 少なくとも１月に１回、

利用者の居宅を訪問し、利

用者に面接すること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

族、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行

うこととし、特段の事情の

ない限り、次に定めるとこ

ろにより行うこと。 

ア 少なくとも１月に１

回、利用者に面接するこ

と。 

 

イ アの規定による面接は

、利用者の居宅を訪問す

ることによって行うこと

。ただし、次のいずれにも

該当する場合であって、

少なくとも２月に１回利

用者の居宅を訪問し利用

者に面接するときは、利

用者の居宅を訪問しない

月においては、テレビ電

話装置等を活用して利用

者に面接することができ

るものとする。 

（ア） テレビ電話装置等を

活用して面接を行うこと

について、文書により利

用者の同意を得ているこ

と。 

（イ） サービス担当者会議

等において、次に掲げる

事項について主治の医師

、担当者その他の関係者

の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状

況が安定しているこ

と。 

ｂ 利用者がテレビ電

話装置等を活用して

意思疎通を行うこと

ができること。 

居宅サービス事業者等との

連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行

わなければならない。 

イ  少なくとも一月に一

回、利用者の居宅を訪問

し、利用者に面接するこ

と。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス事業者等との連絡

を継続的に行うこととし、特

段の事情のない限り、次に定

めるところにより行わなけ

ればならない。 

イ 少なくとも一月に一回

、利用者に面接すること。 

 

 

ロ イの規定による面接は

、利用者の居宅を訪問す

ることによって行うこと

。ただし、次のいずれにも

該当する場合であって、

少なくとも二月に一回、

利用者の居宅を訪問し、

利用者に面接するときは

、利用者の居宅を訪問し

ない月においては、テレ

ビ電話装置等を活用して

、利用者に面接すること

ができるものとする。 

⑴ テレビ電話装置等を

活用して面接を行うこ

とについて、文書により

利用者の同意を得てい

ること。 

⑵ サービス担当者会議

等において、次に掲げる

事項について主治の医

師、担当者その他の関係

者の合意を得ているこ

と。 

(i) 利用者の心身の状

況が安定していること

。 

(ⅱ) 利用者がテレビ電

話装置等を活用して意

思疎通を行うことがで
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イ 少なくとも１月に１回、

モニタリングの結果を記

録すること。 

⒂ 介護支援専門員は、次に

掲げる場合においては、サ

ービス担当者会議の開催に

より、居宅サービス計画の

変更の必要性について、担

当者から、専門的な見地か

らの意見を求めること。た

だし、やむを得ない理由が

ある場合については、担当

者に対する照会等により意

見を求めることができる。 

 

ア 要介護認定を受けてい

る利用者が要介護更新認

定を受けた場合 

 

イ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第 29 条第１

項に規定する要介護状態

区分の変更の認定を受け

た場合 

 

 

 

 

⒃ 介護支援専門員は、適切

な保健医療サービス及び福

祉サービスが総合的かつ効

 

ｃ 介護支援専門員が、

テレビ電話装置等を

活用したモニタリン

グでは把握できない

情報について、担当者

から提供を受けるこ

と。 

ウ 少なくとも１月に１回

、モニタリングの結果を

記録すること。 

⒂ 介護支援専門員は、次に

掲げる場合においては、サ

ービス担当者会議の開催に

より、居宅サービス計画の

変更の必要性について、担

当者から、専門的な見地か

らの意見を求めること。た

だし、やむを得ない理由が

ある場合については、担当

者に対する照会等により意

見を求めることができる。 

 

ア 要介護認定を受けてい

る利用者が要介護更新認

定を受けた場合 

 

イ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第 29条第１

項に規定する要介護状態

区分の変更の認定を受け

た場合 

 

 

 

 

⒃ 介護支援専門員は、適切

な保健医療サービス及び福

祉サービスが総合的かつ効

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ  少なくとも一月に一

回、モニタリングの結果

を記録すること。 

十五 介護支援専門員は、次

に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画

の変更の必要性について、

担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものと

する。ただし、やむを得ない

理由がある場合について

は、担当者に対する照会等

により意見を求めることが

できるものとする。 

イ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第二十八条

第二項に規定する要介護

更新認定を受けた場合 

ロ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第二十九条

第一項に規定する要介護

状態区分の変更の認定を

受けた場合 

十六 第三号から第十二号ま

での規定は、第十三号に規

定する居宅サービス計画の

変更について準用する。 

十七 介護支援専門員は、適

切な保健医療サービス及び

福祉サービスが総合的かつ

きること。 

(ⅲ) 介護支援専門員が、

テレビ電話装置等を活

用したモニタリングで

は把握できない情報に

ついて、担当者から提

供を受けること。 

 

ハ 少なくとも一月に一

回、モニタリングの結果

を記録すること。 

十五 介護支援専門員は、次

に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画

の変更の必要性について、

担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものと

する。ただし、やむを得ない

理由がある場合について

は、担当者に対する照会等

により意見を求めることが

できるものとする。 

イ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第二十八条

第二項に規定する要介護

更新認定を受けた場合 

ロ 要介護認定を受けてい

る利用者が法第二十九条

第一項に規定する要介護

状態区分の変更の認定を

受けた場合 

十六 第三号から第十二号ま

での規定は、第十三号に規

定する居宅サービス計画の

変更について準用する。 

十七 介護支援専門員は、適

切な保健医療サービス及び

福祉サービスが総合的かつ
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率的に提供された場合にお

いても、利用者がその居宅

において日常生活を営むこ

とが困難となったと認める

場合又は利用者が介護保険

施設への入院又は入所を希

望する場合には、介護保険

施設への紹介その他の便宜

の提供を行うこと。 

 

⒄ 介護支援専門員は、介護

保険施設等から退院又は退

所しようとする要介護者か

ら依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に

移行できるよう、あらかじ

め、居宅サービス計画の作

成等の援助を行うこと。 

 

⒄の２ 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に厚生労

働大臣が定める回数以上の

訪問介護（厚生労働大臣が

定めるものに限る。以下こ

の号において同じ。）を位置

付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由を記載

するとともに、当該居宅サ

ービス計画を市町村に届け

出ること。 

 

⒄の３ 介護支援専門員は、

その勤務する指定居宅介護

支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画に位

置付けられた指定居宅サー

ビス等に係る居宅介護サー

率的に提供された場合にお

いても、利用者がその居宅

において日常生活を営むこ

とが困難となったと認める

場合又は利用者が介護保険

施設への入院又は入所を希

望する場合には、介護保険

施設への紹介その他の便宜

の提供を行うこと。 

 

⒄ 介護支援専門員は、介護

保険施設等から退院又は退

所しようとする要介護者か

ら依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に

移行できるよう、あらかじ

め、居宅サービス計画の作

成等の援助を行うこと。 

 

⒄の２ 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に厚生労

働大臣が定める回数以上の

訪問介護（厚生労働大臣が

定めるものに限る。以下こ

の号において同じ。）を位置

付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由を記載

するとともに、当該居宅サ

ービス計画を市町村に届け

出ること。 

 

⒄の３ 介護支援専門員は、

その勤務する指定居宅介護

支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画に位

置付けられた指定居宅サー

ビス等に係る居宅介護サー

効率的に提供された場合に

おいても、利用者がその居

宅において日常生活を営む

ことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保

険施設への入院又は入所を

希望する場合には、介護保

険施設への紹介その他の便

宜の提供を行うものとす

る。 

十八 介護支援専門員は、介

護保険施設等から退院又は

退所しようとする要介護者

から依頼があった場合に

は、居宅における生活へ円

滑に移行できるよう、あら

かじめ、居宅サービス計画

の作成等の援助を行うもの

とする。 

十八の二 介護支援専門員

は、居宅サービス計画に厚

生労働大臣が定める回数以

上の訪問介護（厚生労働大

臣が定めるものに限る。以

下この号において同じ。）を

位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検

討し、当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由

を記載するとともに、当該

居宅サービス計画を市町村

に届け出なければならな

い。 

十八の三 介護支援専門員

は、その勤務する指定居宅

介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画

に位置付けられた指定居宅

サービス等に係る居宅介護

効率的に提供された場合に

おいても、利用者がその居

宅において日常生活を営む

ことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保

険施設への入院又は入所を

希望する場合には、介護保

険施設への紹介その他の便

宜の提供を行うものとす

る。 

十八 介護支援専門員は、介

護保険施設等から退院又は

退所しようとする要介護者

から依頼があった場合に

は、居宅における生活へ円

滑に移行できるよう、あら

かじめ、居宅サービス計画

の作成等の援助を行うもの

とする。 

十八の二 介護支援専門員

は、居宅サービス計画に厚

生労働大臣が定める回数以

上の訪問介護（厚生労働大

臣が定めるものに限る。以

下この号において同じ。）を

位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検

討し、当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由

を記載するとともに、当該

居宅サービス計画を市町村

に届け出なければならな

い。 

十八の三 介護支援専門員

は、その勤務する指定居宅

介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画

に位置付けられた指定居宅

サービス等に係る居宅介護



福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同施行規則 

－26/53－ 

条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省（新） 

ビス費、特例居宅介護サー

ビス費、地域密着型介護サ

ービス費及び特例地域密着

型介護サービス費（以下こ

の号において「サービス費」

という。）の総額が法第 43条

第２項に規定する居宅介護

サービス費等区分支給限度

基準額に占める割合及び訪

問介護に係る居宅介護サー

ビス費がサービス費の総額

に占める割合が厚生労働大

臣が定める基準に該当する

場合であって、かつ、市町村

からの求めがあった場合に

は、当該指定居宅介護支援

事業所の居宅サービス計画

の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由等を記

載するとともに、当該居宅

サービス計画を市町村に届

け出ること。 

 

⒅ 介護支援専門員は、利用

者が訪問看護、通所リハビ

リテーション等の医療サー

ビスの利用を希望している

場合その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求める

こと。 

⒅の２ 前号の場合におい

て、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を主治の医師等に交付す

ること。 

⒆ 介護支援専門員は、居宅

ビス費、特例居宅介護サー

ビス費、地域密着型介護サ

ービス費及び特例地域密着

型介護サービス費（以下こ

の号において「サービス費」

という。）の総額が法第 43条

第２項に規定する居宅介護

サービス費等区分支給限度

基準額に占める割合及び訪

問介護に係る居宅介護サー

ビス費がサービス費の総額

に占める割合が厚生労働大

臣が定める基準に該当する

場合であって、かつ、市町村

からの求めがあった場合に

は、当該指定居宅介護支援

事業所の居宅サービス計画

の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由等を記

載するとともに、当該居宅

サービス計画を市町村に届

け出ること。 

 

⒅ 介護支援専門員は、利用

者が訪問看護、通所リハビ

リテーション等の医療サー

ビスの利用を希望している

場合その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求める

こと。 

⒅の２ 前号の場合におい

て、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を主治の医師等に交付す

ること。 

⒆ 介護支援専門員は、居宅

サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介

護サービス費及び特例地域

密着型介護サービス費（以

下この号において「サービ

ス費」という。）の総額が法

第四十三条第二項に規定す

る居宅介護サービス費等区

分支給限度基準額に占める

割合及び訪問介護に係る居

宅介護サービス費がサービ

ス費の総額に占める割合が

厚生労働大臣が定める基準

に該当する場合であって、

かつ、市町村からの求めが

あった場合には、当該指定

居宅介護支援事業所の居宅

サービス計画の利用の妥当

性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に訪問介護が必要

な理由等を記載するととも

に、当該居宅サービス計画

を市町村に届け出なければ

ならない。 

十九 介護支援専門員は、利

用者が訪問看護、通所リハ

ビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望してい

る場合その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求めな

ければならない。 

十九の二 前号の場合におい

て、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を主治の医師等に交付し

なければならない。 

二十 介護支援専門員は、居

サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介

護サービス費及び特例地域

密着型介護サービス費（以

下この号において「サービ

ス費」という。）の総額が法

第四十三条第二項に規定す

る居宅介護サービス費等区

分支給限度基準額に占める

割合及び訪問介護に係る居

宅介護サービス費がサービ

ス費の総額に占める割合が

厚生労働大臣が定める基準

に該当する場合であって、

かつ、市町村からの求めが

あった場合には、当該指定

居宅介護支援事業所の居宅

サービス計画の利用の妥当

性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に訪問介護が必要

な理由等を記載するととも

に、当該居宅サービス計画

を市町村に届け出なければ

ならない。 

十九 介護支援専門員は、利

用者が訪問看護、通所リハ

ビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望してい

る場合その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求めな

ければならない。 

十九の二 前号の場合におい

て、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計

画を主治の医師等に交付し

なければならない。 

二十 介護支援専門員は、居
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サービス計画に訪問看護、

通所リハビリテーション等

の医療サービスを位置付け

る場合にあっては、当該医

療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に限

りこれを行うこととし、医

療サービス以外の指定居宅

サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の

医師等の医学的観点からの

留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重し

てこれを行うこと。 

 

⒇ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に短期入所生

活介護又は短期入所療養介

護を位置付ける場合にあっ

ては、利用者の居宅におけ

る自立した日常生活の維持

に十分に留意することと

し、利用者の心身の状況等

を勘案して特に必要と認め

られる場合を除き、短期入

所生活介護及び短期入所療

養介護を利用する日数が要

介護認定の有効期間のおお

むね半数を超えないように

すること。 

(21) 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に福祉用具貸

与を位置付ける場合にあっ

ては、その利用の妥当性を検

討し、当該計画に福祉用具貸

与が必要な理由を記載する

とともに、必要に応じて随時

サービス担当者会議を開催

サービス計画に訪問看護、

通所リハビリテーション等

の医療サービスを位置付け

る場合にあっては、当該医

療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に限

りこれを行うこととし、医

療サービス以外の指定居宅

サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の

医師等の医学的観点からの

留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重し

てこれを行うこと。 

 

⒇ 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に短期入所生

活介護又は短期入所療養介

護を位置付ける場合にあっ

ては、利用者の居宅におけ

る自立した日常生活の維持

に十分に留意することと

し、利用者の心身の状況等

を勘案して特に必要と認め

られる場合を除き、短期入

所生活介護及び短期入所療

養介護を利用する日数が要

介護認定の有効期間のおお

むね半数を超えないように

すること。 

(21) 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に福祉用具貸

与を位置付ける場合にあっ

ては、その利用の妥当性を検

討し、当該計画に福祉用具貸

与が必要な理由を記載する

とともに、必要に応じて随時

サービス担当者会議を開催

宅サービス計画に訪問看

護、通所リハビリテーショ

ン等の医療サービスを位置

付ける場合にあっては、当

該医療サービスに係る主治

の医師等の指示がある場合

に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指

定居宅サービス等を位置付

ける場合にあっては、当該

指定居宅サービス等に係る

主治の医師等の医学的観点

からの留意事項が示されて

いるときは、当該留意点を

尊重してこれを行うものと

する。 

二十一 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に短期入

所生活介護又は短期入所療

養介護を位置付ける場合に

あっては、利用者の居宅に

おける自立した日常生活の

維持に十分に留意するもの

とし、利用者の心身の状況

等を勘案して特に必要と認

められる場合を除き、短期

入所生活介護及び短期入所

療養介護を利用する日数が

要介護認定の有効期間のお

おむね半数を超えないよう

にしなければならない。 

二十二 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に福祉用

具貸与を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当

性を検討し、当該計画に福

祉用具貸与が必要な理由を

記載するとともに、必要に

応じて随時サービス担当者

宅サービス計画に訪問看

護、通所リハビリテーショ

ン等の医療サービスを位置

付ける場合にあっては、当

該医療サービスに係る主治

の医師等の指示がある場合

に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指

定居宅サービス等を位置付

ける場合にあっては、当該

指定居宅サービス等に係る

主治の医師等の医学的観点

からの留意事項が示されて

いるときは、当該留意点を

尊重してこれを行うものと

する。 

二十一 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に短期入

所生活介護又は短期入所療

養介護を位置付ける場合に

あっては、利用者の居宅に

おける自立した日常生活の

維持に十分に留意するもの

とし、利用者の心身の状況

等を勘案して特に必要と認

められる場合を除き、短期

入所生活介護及び短期入所

療養介護を利用する日数が

要介護認定の有効期間のお

おむね半数を超えないよう

にしなければならない。 

二十二 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に福祉用

具貸与を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当

性を検討し、当該計画に福

祉用具貸与が必要な理由を

記載するとともに、必要に

応じて随時サービス担当者
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し、継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について検証

をした上で、継続して福祉用

具貸与を受ける必要がある

場合にはその理由を居宅サ

ービス計画に記載すること。 

 

 

(22) 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に特定福祉用

具販売を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性

を検討し、当該計画に特定福

祉用具販売が必要な理由を

記載すること。 

 

(23) 介護支援専門員は、利用

者が提示する被保険者証に、

認定審査会意見又は法第 37

条第１項の規定による指定

に係る居宅サービス又は地

域密着型サービスの種類に

ついての記載がある場合に

は、利用者にその趣旨（同項

の規定による指定に係る居

宅サービス若しくは地域密

着型サービスの種類につい

ては、その変更の申請ができ

ることを含む。）を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿

って居宅サービス計画を作

成すること。 

 

 

 

(24) 介護支援専門員は、要介

護認定を受けている利用者

が要支援認定を受けた場合

には、指定介護予防支援事業

し、継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について検証

をした上で、継続して福祉用

具貸与を受ける必要がある

場合にはその理由を居宅サ

ービス計画に記載すること。 

 

 

(22) 介護支援専門員は、居宅

サービス計画に特定福祉用

具販売を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性

を検討し、当該計画に特定福

祉用具販売が必要な理由を

記載すること。 

 

(23) 介護支援専門員は、利用

者が提示する被保険者証に、

認定審査会意見又は法第 37

条第１項の規定による指定

に係る居宅サービス又は地

域密着型サービスの種類に

ついての記載がある場合に

は、利用者にその趣旨（同項

の規定による指定に係る居

宅サービス若しくは地域密

着型サービスの種類につい

ては、その変更の申請ができ

ることを含む。）を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿

って居宅サービス計画を作

成すること。 

 

 

 

(24) 介護支援専門員は、要介

護認定を受けている利用者

が要支援認定を受けた場合

には、指定介護予防支援事業

会議を開催し、継続して福

祉用具貸与を受ける必要性

について検証をした上で、

継続して福祉用具貸与を受

ける必要がある場合にはそ

の理由を居宅サービス計画

に記載しなければならな

い。 

二十三 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に特定福

祉用具販売を位置付ける場

合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該計画

に特定福祉用具販売が必要

な理由を記載しなければな

らない。 

二十四 介護支援専門員は、

利用者が提示する被保険者

証に、法第七十三条第二項

に規定する認定審査会意見

又は法第三十七条第一項の

規定による指定に係る居宅

サービス若しくは地域密着

型サービスの種類について

の記載がある場合には、利

用者にその趣旨（同条第一

項の規定による指定に係る

居宅サービス若しくは地域

密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請が

できることを含む。）を説明

し、理解を得た上で、その内

容に沿って居宅サービス計

画を作成しなければならな

い。 

二十五 介護支援専門員は、

要介護認定を受けている利

用者が要支援認定を受けた

場合には、指定介護予防支

会議を開催し、継続して福

祉用具貸与を受ける必要性

について検証をした上で、

継続して福祉用具貸与を受

ける必要がある場合にはそ

の理由を居宅サービス計画

に記載しなければならな

い。 

二十三 介護支援専門員は、

居宅サービス計画に特定福

祉用具販売を位置付ける場

合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該計画

に特定福祉用具販売が必要

な理由を記載しなければな

らない。 

二十四 介護支援専門員は、

利用者が提示する被保険者

証に、法第七十三条第二項

に規定する認定審査会意見

又は法第三十七条第一項の

規定による指定に係る居宅

サービス若しくは地域密着

型サービスの種類について

の記載がある場合には、利

用者にその趣旨（同条第一

項の規定による指定に係る

居宅サービス若しくは地域

密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請が

できることを含む。）を説明

し、理解を得た上で、その内

容に沿って居宅サービス計

画を作成しなければならな

い。 

二十五 介護支援専門員は、

要介護認定を受けている利

用者が要支援認定を受けた

場合には、指定介護予防支
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者と当該利用者に係る必要

な情報を提供する等の連携

を図ること。 

(25) 指定居宅介護支援事業者

は、法第 115 条の 23 第３項

の規定に基づき、指定介護予

防支援事業者から指定介護

予防支援の業務の委託を受

けるに当たっては、その業務

量等を勘案し、当該指定居宅

介護支援事業者が行う指定

居宅介護支援の業務が適正

に実施できるよう配慮する

こと。 

 

 

(26) 指定居宅介護支援事業者

は、法第 115 条の 48 第４項

の規定に基づき、同条第１項

に規定する会議から、同条第

２項の検討を行うための資

料又は情報の提供、意見の開

陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協

力するように努めること。 

 

 

２ 前項第３号から第12号まで

の規定は、同項第 13号に規定

する居宅サービス計画の変更

について準用する。 

者と当該利用者に係る必要

な情報を提供する等の連携

を図ること。 

(25) 指定居宅介護支援事業者

は、法第 115 条の 23 第３項

の規定に基づき、地域包括支

援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者か

ら指定介護予防支援の業務

の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、

当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援

の業務が適正に実施できる

よう配慮すること。 

 

(26) 指定居宅介護支援事業者

は、法第 115 条の 48 第４項

の規定に基づき、同条第１項

に規定する会議から、同条第

２項の検討を行うための資

料又は情報の提供、意見の開

陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協

力するように努めること。 

 

 

２ 前項第３号から第12号まで

の規定は、同項第13号に規定

する居宅サービス計画の変更

について準用する。 

 

援事業者と当該利用者に係

る必要な情報を提供する等

の連携を図るものとする。 

二十六 指定居宅介護支援事

業者は、法第百十五条の二

十三第三項の規定に基づ

き、指定介護予防支援事業

者から指定介護予防支援の

業務の委託を受けるに当た

っては、その業務量等を勘

案し、当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介

護支援の業務が適正に実施

できるよう配慮しなければ

ならない。 

 

二十七 指定居宅介護支援事

業者は、法第百十五条の四

十八第四項の規定に基づ

き、同条第一項に規定する

会議から、同条第二項の検

討を行うための資料又は情

報の提供、意見の開陳その

他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力す

るよう努めなければならな

い。 

 

援事業者と当該利用者に係

る必要な情報を提供する等

の連携を図るものとする。 

二十六 指定居宅介護支援事

業者は、法第百十五条の二十

三第三項の規定に基づき、地

域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支

援の業務の委託を受けるに

当たっては、その業務量等を

勘案し、当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介

護支援の業務が適正に実施

できるよう配慮しなければ

ならない。 

 二十七 指定居宅介護支援

事業者は、法第百十五条の

四十八第四項の規定に基づ

き、同条第一項に規定する

会議から、同条第二項の検

討を行うための資料又は情

報の提供、意見の開陳その

他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力す

るよう努めなければならな

い。 

 

  （法定代理受領サービスに係

る報告） 

第12条 指定居宅介護支援事業

者は、毎月、市町村（法第41条

第10項の規定により同条第９

項の規定による審査及び支払

に関する事務を国民健康保険

（法定代理受領サービスに係

る報告） 

第12条 指定居宅介護支援事業

者は、毎月、市町村（法第41条

第10項の規定により同条第９

項の規定による審査及び支払

に関する事務を国民健康保険

（法定代理受領サービスに係

る報告） 

第十四条 指定居宅介護支援事

業者は、毎月、市町村（法第四

十一条第十項の規定により同

条第九項の規定による審査及

び支払に関する事務を国民健

（法定代理受領サービスに係

る報告） 

第十四条 指定居宅介護支援事

業者は、毎月、市町村（法第四

十一条第十項の規定により同

条第九項の規定による審査及

び支払に関する事務を国民健
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団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45

条第５項に規定する国民健康

保険団体連合会をいう。以下

この条において同じ。）に委託

している場合にあっては、当

該国民健康保険団体連合会）

に対し、居宅サービス計画に

おいて位置付けられている指

定居宅サービス等のうち法定

代理受領サービス（法第41条

第６項の規定により居宅介護

サービス費が利用者に代わり

当該指定居宅サービス事業者

に支払われる場合の当該居宅

介護サービス費に係る指定居

宅サービスをいう。）として位

置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、居宅サービス計画に位置

付けられている基準該当居宅

サービスに係る特例居宅介護

サービス費の支給に係る事務

に必要な情報を記載した文書

を、市町村（当該事務を国民健

康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては、当該国

民健康保険団体連合会）に対

して提出しなければならな

い。 

団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45

条第５項に規定する国民健康

保険団体連合会をいう。以下

この条において同じ。）に委託

している場合にあっては、当

該国民健康保険団体連合会）

に対し、居宅サービス計画に

おいて位置付けられている指

定居宅サービス等のうち法定

代理受領サービス（法第41条

第６項の規定により居宅介護

サービス費が利用者に代わり

当該指定居宅サービス事業者

に支払われる場合の当該居宅

介護サービス費に係る指定居

宅サービスをいう。）として位

置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、居宅サービス計画に位置

付けられている基準該当居宅

サービスに係る特例居宅介護

サービス費の支給に係る事務

に必要な情報を記載した文書

を、市町村（当該事務を国民健

康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては、当該国

民健康保険団体連合会）に対

して提出しなければならな

い。 

康保険団体連合会（国民健康

保険法（昭和三十三年法律第

百九十二号）第四十五条第五

項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下同じ。）

に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連

合会）に対し、居宅サービス計

画において位置付けられてい

る指定居宅サービス等のうち

法定代理受領サービス（法第

四十一条第六項の規定により

居宅介護サービス費が利用者

に代わり当該指定居宅サービ

ス事業者に支払われる場合の

当該居宅介護サービス費に係

る指定居宅サービスをいう。）

として位置付けたものに関す

る情報を記載した文書を提出

しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、居宅サービス計画に位置

付けられている基準該当居宅

サービスに係る特例居宅介護

サービス費の支給に係る事務

に必要な情報を記載した文書

を、市町村（当該事務を国民健

康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては、当該国

民健康保険団体連合会）に対

して提出しなければならな

い。 

 

康保険団体連合会（国民健康

保険法（昭和三十三年法律第

百九十二号）第四十五条第五

項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下同じ。）

に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連

合会）に対し、居宅サービス計

画において位置付けられてい

る指定居宅サービス等のうち

法定代理受領サービス（法第

四十一条第六項の規定により

居宅介護サービス費が利用者

に代わり当該指定居宅サービ

ス事業者に支払われる場合の

当該居宅介護サービス費に係

る指定居宅サービスをいう。）

として位置付けたものに関す

る情報を記載した文書を提出

しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、居宅サービス計画に位置

付けられている基準該当居宅

サービスに係る特例居宅介護

サービス費の支給に係る事務

に必要な情報を記載した文書

を、市町村（当該事務を国民健

康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては、当該国

民健康保険団体連合会）に対

して提出しなければならな

い。 

 

  （利用者に対する居宅サービ

ス計画等の書類の交付） 

第13条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者が他の居宅介護

支援事業者の利用を希望する

場合、要介護認定を受けてい

（利用者に対する居宅サービ

ス計画等の書類の交付） 

第13条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者が他の居宅介護

支援事業者の利用を希望する

場合、要介護認定を受けてい

（利用者に対する居宅サービ

ス計画等の書類の交付） 

第十五条 指定居宅介護支援事

業者は、利用者が他の居宅介

護支援事業者の利用を希望す

る場合、要介護認定を受けて

（利用者に対する居宅サービ

ス計画等の書類の交付） 

第十五条 指定居宅介護支援事

業者は、利用者が他の居宅介

護支援事業者の利用を希望す

る場合、要介護認定を受けて
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る利用者が要支援認定を受け

た場合その他利用者からの申

出があった場合には、当該利

用者に対し、直近の居宅サー

ビス計画及びその実施状況に

関する書類を交付しなければ

ならない。 

る利用者が要支援認定を受け

た場合その他利用者からの申

出があった場合には、当該利

用者に対し、直近の居宅サー

ビス計画及びその実施状況に

関する書類を交付しなければ

ならない。 

いる利用者が要支援認定を受

けた場合その他利用者からの

申出があった場合には、当該

利用者に対し、直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付しなけれ

ばならない。 

 

いる利用者が要支援認定を受

けた場合その他利用者からの

申出があった場合には、当該

利用者に対し、直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付しなけれ

ばならない。 

 

  （利用者に関する市町村への

通知） 

第14条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援を受

けている利用者が次のいずれ

かに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならな

い。 

⑴ 正当な理由なしに介護給

付等対象サービスの利用に

関する指示に従わないこと

等により、要介護状態の程

度を増進させたと認められ

るとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為に

よって保険給付の支給を受

け、又は受けようとしたと

き。 

（利用者に関する市町村への

通知） 

第14条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援を受

けている利用者が次のいずれ

かに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならな

い。 

⑴ 正当な理由なしに介護給

付等対象サービスの利用に

関する指示に従わないこと

等により、要介護状態の程

度を増進させたと認められ

るとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為に

よって保険給付の支給を受

け、又は受けようとしたと

き。 

（利用者に関する市町村への

通知） 

第十六条 指定居宅介護支援事

業者は、指定居宅介護支援を

受けている利用者が次のいず

れかに該当する場合は、遅滞

なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければなら

ない。 

一 正当な理由なしに介護給

付等対象サービスの利用に

関する指示に従わないこと

等により、要介護状態の程

度を増進させたと認められ

るとき。 

二 偽りその他不正の行為に

よって保険給付の支給を受

け、又は受けようとしたと

き。 

 

利用者に関する市町村への通

知） 

第十六条 指定居宅介護支援事

業者は、指定居宅介護支援を

受けている利用者が次のいず

れかに該当する場合は、遅滞

なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければなら

ない。 

一 正当な理由なしに介護給

付等対象サービスの利用に

関する指示に従わないこと

等により、要介護状態の程

度を増進させたと認められ

るとき。 

二 偽りその他不正の行為に

よって保険給付の支給を受

け、又は受けようとしたと

き。 

 

（管理者の責務） 

第10条 指定居宅介護支援事業

所の管理者は、当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専

門員その他の従業者の管理、

指定居宅介護支援の利用の申

込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一

元的に行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

（管理者の責務） 

第10条 指定居宅介護支援事業

所の管理者は、当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専

門員その他の従業者の管理、

指定居宅介護支援の利用の申

込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一

元的に行わなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

  （管理者の責務） 

第十七条 指定居宅介護支援事

業所の管理者は、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管

理、指定居宅介護支援の利用

の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理

を一元的に行わなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

（管理者の責務） 

第十七条 指定居宅介護支援事

業所の管理者は、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管

理、指定居宅介護支援の利用

の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理

を一元的に行わなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業所
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管理者は、当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章及び

この条例に基づく規則の規定

(指定居宅介護支援の事業の

運営に関する基準に係る規定

に限る。)を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとす

る。 

管理者は、当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章及び

この条例に基づく規則の規定

(指定居宅介護支援の事業の

運営に関する基準に係る規定

に限る。)を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとす

る。 

 

管理者は、当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章の規

定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。 

の管理者は、当該指定居宅介

護支援事業所の介護支援専門

員その他の従業者にこの章の

規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

  （運営規程） 

第15条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに、次に掲げる事項に

関する事業の運営についての

重要事項に関する規程（第 18

条第１項において「運営規程」

という。）を定めるものとす

る。 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 職員の職種、員数及び職

務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護支援の提供

方法、内容及び利用料その

他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑺ その他運営に関する重要

事項 

 

（運営規程） 

第15条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所ごとに、次に掲げる事項に

関する事業の運営についての

重要事項に関する規程（第18

条第１項において「運営規程」

という。）を定めるものとす

る。 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 職員の職種、員数及び職

務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護支援の提供

方法、内容及び利用料その

他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑺ その他運営に関する重要

事項 

（運営規程） 

第十八条 指定居宅介護支援事

業者は、指定居宅介護支援事

業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に

関する規程（以下「運営規程」

という。）として次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 

一 事業の目的及び運営の方

針 

二 職員の職種、員数及び職

務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護支援の提供

方法、内容及び利用料その

他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置

に関する事項 

七 その他運営に関する重要

事項 

 

（運営規程） 

第十八条 指定居宅介護支援事

業者は、指定居宅介護支援事

業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に

関する規程（以下「運営規程」

という。）として次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 

一 事業の目的及び運営の方

針 

二 職員の職種、員数及び職

務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護支援の提供

方法、内容及び利用料その

他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置

に関する事項 

七 その他運営に関する重要

事項 

 

  （勤務体制の確保） 

第16条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者に対し適切な指

定居宅介護支援を提供できる

よう、指定居宅介護支援事業

所ごとに介護支援専門員その

（勤務体制の確保） 

第16条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者に対し適切な指

定居宅介護支援を提供できる

よう、指定居宅介護支援事業

所ごとに介護支援専門員その

（勤務体制の確保） 

第十九条 指定居宅介護支援事

業者は、利用者に対し適切な

指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事

業所ごとに介護支援専門員そ

（勤務体制の確保） 

第十九条 指定居宅介護支援事

業者は、利用者に対し適切な

指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事

業所ごとに介護支援専門員そ
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他の従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援事業所

ごとに、当該指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に

指定居宅介護支援の業務を担

当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助

の業務についてはこの限りで

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員の具体的

な研修計画を策定するととも

に、介護支援専門員に対し、研

修機関又は当該指定居宅介護

支援事業者が実施する研修そ

の他その資質の向上のための

研修の機会を確保しなければ

ならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、高齢

者虐待（高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（平成 17年法律

第 124 号）第２条第５項に規

定する養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。）の防

止等のため、介護支援専門員

に対し、研修の実施その他必

要な措置を講じなければなら

ない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、適切な指定居宅介護支援

の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必

他の従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援事業所

ごとに、当該指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に

指定居宅介護支援の業務を担

当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助

の業務についてはこの限りで

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員の具体的

な研修計画を策定するととも

に、介護支援専門員に対し、研

修機関又は当該指定居宅介護

支援事業者が実施する研修そ

の他その資質の向上のための

研修の機会を確保しなければ

ならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者の人権の擁護、高齢

者虐待（高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（平成 17年法律

第 124 号）第２条第５項に規

定する養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。）の防

止等のため、介護支援専門員

に対し、研修の実施その他必

要な措置を講じなければなら

ない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、適切な指定居宅介護支援

の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必

の他の従業者の勤務の体制を

定めておかなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援事業所

ごとに、当該指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に

指定居宅介護支援の業務を担

当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助

の業務についてはこの限りで

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員の資質の

向上のために、その研修の機

会を確保しなければならな

い。 

 

 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、適切な指定居宅介護支援

の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護支援専門員の就

業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければな

らない。 

の他の従業者の勤務の体制を

定めておかなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援事業所

ごとに、当該指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に

指定居宅介護支援の業務を担

当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助

の業務についてはこの限りで

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員の資質の

向上のために、その研修の機

会を確保しなければならな

い。 

 

 

 

 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、適切な指定居宅介護支援

の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護支援専門員の就

業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければな

らない。 



福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同施行規則 

－34/53－ 

条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省（新） 

要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護支援専門員の就

業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければな

らない。 

 

要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護支援専門員の就

業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければな

らない。 

 

  （業務継続計画の策定等） 

第16条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に

対する指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員に対し、業

務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第16条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に

対する指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員に対し、業

務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

（業務継続計画の策定等） 

第十九条の二 指定居宅介護支

援事業者は、感染症や非常災

害の発生時において、利用者

に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員に対し、業

務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

（業務継続計画の策定等） 

第十九条の二 指定居宅介護支

援事業者は、感染症や非常災

害の発生時において、利用者

に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員に対し、業

務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

（設備及び備品等） 

第11条 指定居宅介護支援事業

者は、事業を行うために必要

な広さの区画を有するととも

に、指定居宅介護支援の提供

に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 

（設備及び備品等） 

第11条 指定居宅介護支援事業

者は、事業を行うために必要

な広さの区画を有するととも

に、指定居宅介護支援の提供

に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 

  （設備及び備品等） 

第二十条 指定居宅介護支援事

業者は、事業を行うために必

要な広さの区画を有するとと

もに、指定居宅介護支援の提

供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

 

（設備及び備品等） 

第二十条 指定居宅介護支援事

業者は、事業を行うために必

要な広さの区画を有するとと

もに、指定居宅介護支援の提

供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 
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  （従業者の健康管理） 

第17条 指定居宅介護支援事業

者は、介護支援専門員の清潔

の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなけれ

ばならない。 

 

（従業者の健康管理） 

第17条 指定居宅介護支援事業

者は、介護支援専門員の清潔

の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなけれ

ばならない。 

 

（従業者の健康管理） 

第二十一条 指定居宅介護支援

事業者は、介護支援専門員の

清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行わなけ

ればならない。 

（従業者の健康管理） 

第二十一条 指定居宅介護支援

事業者は、介護支援専門員の

清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行わなけ

ればならない。 

  （感染症の予防及びまん延の

防止のための措置） 

第17条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、その指定居宅介護

支援事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 

⑴ 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して

行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、そ

の結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図るこ

と。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

 

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置） 

第17条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、その指定居宅介護

支援事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 

⑴ 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して

行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、そ

の結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図るこ

と。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

 

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置） 

第二十一条の二 指定居宅介護

支援事業者は、当該指定居宅

介護支援事業所において感染

症が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる

措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して

行うことができるものとす

る。）をおおむね六月に一回

以上開催するとともに、そ

の結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図るこ

と。 

二 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置） 

第二十一条の二 指定居宅介護

支援事業者は、当該指定居宅

介護支援事業所において感染

症が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる

措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して

行うことができるものとす

る。）をおおむね六月に一回

以上開催するとともに、そ

の結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図るこ

と。 

二 当該指定居宅介護支援事

業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実

施すること。 
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  （掲示） 

第18条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所の見やすい場所に、運営規

程の概要、介護支援専門員の

勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示

し、又は縦覧に供さなければ

ならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する事項を記

載した書面をその指定居宅介

護支援事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に

代えることができる。 

（新設） 

（掲示） 

第18条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所の見やすい場所に、運営規

程の概要、介護支援専門員の

勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下

この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、重要事項を記載した書面

を当該指定居宅介護支援事業

所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、前項の規定

による掲示に代えることがで

きる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は

、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければな

らない。 

 

（掲示） 

第二十二条 指定居宅介護支援

事業者は、指定居宅介護支援

事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門

員の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項に規定する事項を記

載した書面を当該指定居宅介

護支援事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に

代えることができる。 

（新設） 

（掲示） 

第二十二条 指定居宅介護支援

事業者は、指定居宅介護支援

事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門

員の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（

以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示しな

ければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は

、重要事項を記載した書面を

当該指定居宅介護支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させ

ることにより、前項の規定に

よる掲示に代えることができ

る。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

（秘密保持） 

第12条 指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員その他の

従業者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員その他の

従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければな

らない。 

（秘密保持） 

第12条 指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員その他の

従業者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員その他の

従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければな

らない。 

  （秘密保持） 

第二十三条 指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員その

他の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員その他の

従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければな

らない。 

（秘密保持） 

第二十三条 指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員その

他の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、介護支援専門員その他の

従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければな

らない。 
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３ 指定居宅介護支援事業者

は、サービス担当者会議（介護

支援専門員が居宅サービス計

画の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本とし

つつ、居宅サービス計画の原

案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者を招集して行

う会議（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレ

ビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下この項において

「利用者等」という。）が参加

する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。）等に

おいて、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、サービス担当者会議（介護

支援専門員が居宅サービス計

画の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本とし

つつ、居宅サービス計画の原

案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者を招集して行

う会議（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレ

ビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下この項において

「利用者等」という。）が参加

する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。）等に

おいて、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、サービス担当者会議等に

おいて、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、サービス担当者会議等に

おいて、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

  （広告） 

第19条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又

は誇大なものであってはなら

ない。 

 

（広告） 

第19条 指定居宅介護支援事業

者は、指定居宅介護支援事業

所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又

は誇大なものであってはなら

ない。 

 

（広告） 

第二十四条 指定居宅介護支援

事業者は、指定居宅介護支援

事業所について広告をする場

合においては、その内容が虚

偽又は誇大なものであっては

ならない。 

（広告） 

第二十四条 指定居宅介護支援

事業者は、指定居宅介護支援

事業所について広告をする場

合においては、その内容が虚

偽又は誇大なものであっては

ならない。 

  （居宅サービス事業者等から

の利益収受の禁止等） 

第20条 指定居宅介護支援事業

者及び指定居宅介護支援事業

所の管理者は、居宅サービス

（居宅サービス事業者等から

の利益収受の禁止等） 

第20条 指定居宅介護支援事業

者及び指定居宅介護支援事業

所の管理者は、居宅サービス

（居宅サービス事業者等から

の利益収受の禁止等） 

第二十五条 指定居宅介護支援

事業者及び指定居宅介護支援

事業所の管理者は、居宅サー

（居宅サービス事業者等から

の利益収受の禁止等） 

第二十五条 指定居宅介護支援

事業者及び指定居宅介護支援

事業所の管理者は、居宅サー
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計画の作成又は変更に関し、

当該指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員に対して特

定の居宅サービス事業者等に

よるサービスを位置付けるべ

き旨の指示等を行ってはなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及

びその従業者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用させることの対

償として、当該居宅サービス

事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

計画の作成又は変更に関し、

当該指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員に対して特

定の居宅サービス事業者等に

よるサービスを位置付けるべ

き旨の指示等を行ってはなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及

びその従業者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用させることの対

償として、当該居宅サービス

事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

ビス計画の作成又は変更に関

し、当該指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員に対し

て特定の居宅サービス事業者

等によるサービスを位置付け

るべき旨の指示等を行っては

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及

びその従業者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用させることの対

償として、当該居宅サービス

事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

 

ビス計画の作成又は変更に関

し、当該指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員に対し

て特定の居宅サービス事業者

等によるサービスを位置付け

るべき旨の指示等を行っては

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及

びその従業者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用させることの対

償として、当該居宅サービス

事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

 

（苦情処理） 

第13条 指定居宅介護支援事業

者は、自ら提供した指定居宅

介護支援又は自らが居宅サー

ビス計画に位置付けた指定居

宅サービス等(第６項におい

て「指定居宅介護支援等」とい

う。)に対する利用者及びその

家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の苦情を受け付けた

場合は、当該苦情の内容等を

（苦情処理） 

第13条 指定居宅介護支援事業

者は、自ら提供した指定居宅

介護支援又は自らが居宅サー

ビス計画に位置付けた指定居

宅サービス等(第６項におい

て「指定居宅介護支援等」とい

う。)に対する利用者及びその

家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の苦情を受け付けた

場合は、当該苦情の内容等を

  （苦情処理） 

第二十六条 指定居宅介護支援

事業者は、自ら提供した指定

居宅介護支援又は自らが居宅

サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス等（第六項に

おいて「指定居宅介護支援等」

という。）に対する利用者及び

その家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応しなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の苦情を受け付けた

場合は、当該苦情の内容等を

（苦情処理） 

第二十六条 指定居宅介護支援

事業者は、自ら提供した指定

居宅介護支援又は自らが居宅

サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス等（第六項に

おいて「指定居宅介護支援等」

という。）に対する利用者及び

その家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応しなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の苦情を受け付けた

場合は、当該苦情の内容等を
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記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、自ら提供した指定居宅介

護支援に関し、法第 23条の規

定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、市町村からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければ

ならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、自らが居宅サービス計画

に位置付けた指定居宅サービ

ス又は指定地域密着型サービ

スに対する苦情の国民健康保

険団体連合会(国民健康保険

法(昭和 33年法律第 192号)第

45条第５項に規定する国民健

康保険団体連合会をいう。以

下この条において同じ。)への

申立てに関して、利用者に対

し必要な援助を行わなければ

ならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援等に対

する利用者からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が

行う法第 176 条第１項第３号

の調査に協力するとともに、

記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、自ら提供した指定居宅介

護支援に関し、法第 23条の規

定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、市町村からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければ

ならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、自らが居宅サービス計画

に位置付けた指定居宅サービ

ス又は指定地域密着型サービ

スに対する苦情の国民健康保

険団体連合会(国民健康保険

法(昭和 33年法律第 192号)第

45条第５項に規定する国民健

康保険団体連合会をいう。以

下この条において同じ。)への

申立てに関して、利用者に対

し必要な援助を行わなければ

ならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援等に対

する利用者からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が

行う法第 176 条第１項第３号

の調査に協力するとともに、

記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、自ら提供した指定居宅介

護支援に関し、法第二十三条

の規定により市町村が行う文

書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び利用者からの

苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、市町村からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければ

ならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、自らが居宅サービス計画

に位置付けた法第四十一条第

一項に規定する指定居宅サー

ビス又は法第四十二条の二第

一項に規定する指定地域密着

型サービスに対する苦情の国

民健康保険団体連合会への申

立てに関して、利用者に対し

必要な援助を行わなければな

らない。 

 

 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援等に対

する利用者からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が

行う法第百七十六条第一項第

三号の調査に協力するととも

記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、自ら提供した指定居宅介

護支援に関し、法第二十三条

の規定により市町村が行う文

書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び利用者からの

苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者

は、市町村からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければ

ならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者

は、自らが居宅サービス計画

に位置付けた法第四十一条第

一項に規定する指定居宅サー

ビス又は法第四十二条の二第

一項に規定する指定地域密着

型サービスに対する苦情の国

民健康保険団体連合会への申

立てに関して、利用者に対し

必要な援助を行わなければな

らない。 

 

 

６ 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援等に対

する利用者からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が

行う法第百七十六条第一項第

三号の調査に協力するととも
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自ら提供した指定居宅介護支

援に関して国民健康保険団体

連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければなら

ない。 

７ 指定居宅介護支援事業者

は、国民健康保険団体連合会

からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

 

自ら提供した指定居宅介護支

援に関して国民健康保険団体

連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければなら

ない。 

７ 指定居宅介護支援事業者

は、国民健康保険団体連合会

からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

 

に、自ら提供した指定居宅介

護支援に関して国民健康保険

団体連合会から同号の指導又

は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければ

ならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者

は、国民健康保険団体連合会

からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

に、自ら提供した指定居宅介

護支援に関して国民健康保険

団体連合会から同号の指導又

は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければ

ならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者

は、国民健康保険団体連合会

からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

（事故発生時の対応） 

第14条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者に対する指定居

宅介護支援の提供により事故

が発生した場合には速やかに

市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない 

 

（事故発生時の対応） 

第14条 指定居宅介護支援事業

者は、利用者に対する指定居

宅介護支援の提供により事故

が発生した場合には速やかに

市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない 

 

  （事故発生時の対応） 

第二十七条 指定居宅介護支援

事業者は、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供により

事故が発生した場合には速や

かに市町村、利用者の家族等

に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

（事故発生時の対応） 

第二十七条 指定居宅介護支援

事業者は、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供により

事故が発生した場合には速や

かに市町村、利用者の家族等

に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

（虐待の防止） 

第14条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、その指定居宅介護

支援事業所における虐待の発

生又はその再発を防止するた

（虐待の防止） 

第14条の２ 指定居宅介護支援

事業者は、その指定居宅介護

支援事業所における虐待の発

生又はその再発を防止するた

  （虐待の防止） 

第二十七条の二 指定居宅介護

支援事業者は、虐待の発生又

はその再発を防止するため、

次の各号に掲げる措置を講じ

（虐待の防止） 

第二十七条の二 指定居宅介護

支援事業者は、虐待の発生又

はその再発を防止するため、

次の各号に掲げる措置を講じ
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め、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に

周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための指針を整備するこ

と。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施

すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

め、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に

周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための指針を整備するこ

と。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施

すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

なければならない。 

 

一 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に

周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための指針を整備するこ

と。 

三 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施

すること。 

四 前三号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

なければならない。 

 

一 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に

周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護支援事

業所における虐待の防止の

ための指針を整備するこ

と。 

三 当該指定居宅介護支援事

業所において、介護支援専

門員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施

すること。 

四 前三号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

  （会計の区分） 

第21条 指定居宅介護支援事業

者は、事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定居宅介

護支援の事業の会計とその他

の事業の会計とを区分しなけ

ればならない。 

（会計の区分） 

第21条 指定居宅介護支援事業

者は、事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定居宅介

護支援の事業の会計とその他

の事業の会計とを区分しなけ

ればならない。 

（会計の区分） 

第二十八条 指定居宅介護支援

事業者は、事業所ごとに経理

を区分するとともに、指定居

宅介護支援の事業の会計とそ

の他の事業の会計とを区分し

なければならない。 

 

（会計の区分） 

第二十八条 指定居宅介護支援

事業者は、事業所ごとに経理

を区分するとともに、指定居

宅介護支援の事業の会計とそ

の他の事業の会計とを区分し

なければならない。 

 

  （記録の整備） 

第22条 指定居宅介護支援事業

者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

（記録の整備） 

第22条 指定居宅介護支援事業

者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者

（記録の整備） 

第二十九条 指定居宅介護支援

事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者

（記録の整備） 

第二十九条 指定居宅介護支援

事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者
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は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

⑴ 第 11 条第１項第 13 号に

規定する指定居宅サービス

事業者等との連絡調整に関

する記録 

⑵ 個々の利用者ごとに次に

掲げる事項を記載した居宅

介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第 11 条第１項第７号に

規定するアセスメントの

結果の記録 

ウ 第 11 条第１項第９号に

規定するサービス担当者

会議等の記録 

エ 第 11 条第１項第 14 号

に規定するモニタリング

の結果の記録 

(新設) 

 

 

 

 

⑶ 第 14条に規定する市町村

への通知に係る記録 

⑷ 条例第 13条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

⑸ 条例第 14条第２項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者から前項第２号に

掲げる記録に係る情報の提供

の申出があった場合には、当

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

⑴ 第 11 条第１項第 13 号に

規定する指定居宅サービス

事業者等との連絡調整に関

する記録 

⑵ 個々の利用者ごとに次に

掲げる事項を記載した居宅

介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第 11条第１項第７号に

規定するアセスメントの

結果の記録 

ウ 第 11条第１項第９号に

規定するサービス担当者

会議等の記録 

エ 第 11 条第１項第 14 号

に規定するモニタリング

の結果の記録 

⑶ 条例第９条の２第２項に

規定する身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録 

⑷ 第 14条の規定による市町

村への通知に係る記録 

⑸ 条例第 13条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

⑹ 条例第 14条第２項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

３ 指定居宅介護支援事業者

は、利用者から前項第２号に

掲げる記録に係る情報の提供

の申出があった場合には、当

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、

その完結の日から二年間保存

しなければならない。 

一 第十三条第十三号に規定

する指定居宅サービス事業

者等との連絡調整に関する

記録 

二 個々の利用者ごとに次に

掲げる事項を記載した居宅

介護支援台帳 

イ 居宅サービス計画 

ロ 第十三条第七号に規定

するアセスメントの結果

の記録 

ハ 第十三条第九号に規定

するサービス担当者会議

等の記録 

ニ 第十三条第十四号に規

定するモニタリングの結

果の記録 

(新設) 

 

 

 

 

三 第十六条に規定する市町

村への通知に係る記録 

四 第二十六条第二項に規定

する苦情の内容等の記録 

五 第二十七条第二項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、

その完結の日から二年間保存

しなければならない。 

一 第十三条第十三号に規定

する指定居宅サービス事業

者等との連絡調整に関する

記録 

二 個々の利用者ごとに次に

掲げる事項を記載した居宅

介護支援台帳 

イ 居宅サービス計画 

ロ 第十三条第七号に規定

するアセスメントの結果

の記録 

ハ 第十三条第九号に規定

するサービス担当者会議

等の記録 

ニ 第十三条第十四号に規

定するモニタリングの結

果の記録 

三 第十三条第二号の三の規

定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由の記録 

四 第十六条の規定による市

町村への通知に係る記録 

五 第二十六条第二項の規定

による苦情の内容等の記録 

六 第二十七条第二項の規定

による事故の状況及び事故

に際して採った処置につい

ての記録 
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該記録の写しの交付その他適

切な方法により、提供しなけ

ればならない。 

 

該記録の写しの交付その他適

切な方法により、提供しなけ

ればならない。 

 

（暴力団員等の排除） 

第15条 指定居宅介護支援事業

所の管理者は、暴力団員又は

暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者であって

はならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所

は、その運営について、暴力

団、暴力団員及び暴力団又は

暴力団員と密接な関係を有す

る者の支配を受けてはならな

い。 

（暴力団員等の排除） 

第15条 指定居宅介護支援事業

所の管理者は、暴力団員又は

暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者であって

はならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所

は、その運営について、暴力

団、暴力団員及び暴力団又は

暴力団員と密接な関係を有す

る者の支配を受けてはならな

い。 

 

    

第５章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

第５章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

第４章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

第４章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

第四章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

第四章 基準該当居宅介

護支援に関する

基準 

 

第 16条 第２章、第３章及び前

章 (第 13 条第６項及び第７

項を除く。)の規定は、基準該

当居宅介護支援(法第 47 条第

1 項第 1 号に規定する基準該

当居宅介護支援をいう。)の事

業について準用する。 

 

第 16条 第２章、第３章及び前

章 (第 13 条第６項及び第７

項を除く。)の規定は、基準該

当居宅介護支援(法第 47 条第

1 項第 1 号に規定する基準該

当居宅介護支援をいう。)の事

業について準用する。 

 

第 23条 前２章の規定は、基準

該当居宅介護支援（法第 47条

第１項第１号に規定する基準

該当居宅介護支援をいう。）の

事業について準用する。この

場合において、第９条第１項

中「指定居宅介護支援（介護保

険法（平成９年法律第 123号。

以下「法」という。）第 46 条

第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費（同条第２

項に規定する居宅介護サービ

ス計画費をいう。以下この項

において同じ。）が当該指定居

宅介護支援事業者に支払われ

る場合に係るものを除く。）」

とあるのは「基準該当居宅介

護支援」と、「居宅介護サービ

 

第 23条 前２章の規定は、基準

該当居宅介護支援（法第 47条

第１項第１号に規定する基準

該当居宅介護支援をいう。）の

事業について準用する。この

場合において、第９条第１項

中「指定居宅介護支援（介護保

険法（平成９年法律第 123号。

以下「法」という。）第 46 条

第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費（同条第２

項に規定する居宅介護サービ

ス計画費をいう。以下この項

において同じ。）が当該指定居

宅介護支援事業者に支払われ

る場合に係るものを除く。）」

とあるのは「基準該当居宅介

護支援」と、「居宅介護サービ

（準用） 

第三十条 第一条の二、第二章

及び第三章（第二十六条第六

項及び第七項を除く。）の規定

は、基準該当居宅介護支援の

事業について準用する。この

場合において、第四条第一項

中「第十八条」とあるのは「第

三十条において準用する第十

八条」と、第十条第一項中「指

定居宅介護支援（法第四十六

条第四項の規定に基づき居宅

介護サービス計画費（法第四

十六条第二項に規定する居宅

介護サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定居宅介

護支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）」とあ

るのは「基準該当居宅介護支

（準用） 

第三十条 第一条の二、第二章

及び第三章（第二十六条第六

項及び第七項を除く。）の規定

は、基準該当居宅介護支援の

事業について準用する。この

場合において、第四条第一項

中「第十八条」とあるのは「第

三十条において準用する第十

八条」と、第十条第一項中「指

定居宅介護支援（法第四十六

条第四項の規定に基づき居宅

介護サービス計画費（法第四

十六条第二項に規定する居宅

介護サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定居宅介

護支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）」とあ

るのは「基準該当居宅介護支
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ス計画費の」とあるのは「法第

47 条第２項に規定する特例居

宅介護サービス計画費の」と

読み替えるものとする。 

ス計画費の」とあるのは「法第

47条第２項に規定する特例居

宅介護サービス計画費の」と

読み替えるものとする。 

援」と、「居宅介護サービス計

画費の額」とあるのは「法第四

十七条第三項に規定する特例

居宅介護サービス計画費の

額」と読み替えるものとする。 

 

援」と、「居宅介護サービス計

画費の額」とあるのは「法第四

十七条第三項に規定する特例

居宅介護サービス計画費の

額」と読み替えるものとする。 

 

第６章 雑則 

 

第17条 この条例に定めるもの

のほか、指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準

は、規則で定める。 

 

第６章 雑則 

 

第17条 この条例に定めるもの

のほか、指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準

は、規則で定める。 

 

第５章 雑則 第５章 雑則 第五章 雑則 第五章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第24条 指定居宅介護支援事業

者及び指定居宅介護支援の提

供に当たる者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののう

ち、条例及びこの規則の規定

において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定

されるもの（第６条（第23条に

おいて準用する場合を含む。）

及び第11条第１項第23号（第

23条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない

方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処

（電磁的記録等） 

第24条 指定居宅介護支援事業

者及び指定居宅介護支援の提

供に当たる者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののう

ち、条例及びこの規則の規定

において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定

されるもの（第６条（前条にお

いて準用する場合を含む。）及

び第11条第１項第23号（前条

において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するも

のを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって

は認識することができない方

式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の

（電磁的記録等） 

第三十一条 指定居宅介護支援

事業者及び指定居宅介護支援

の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもの

のうち、この省令の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができ

る情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定され

るもの（第七条（第三十条にお

いて準用する場合を含む。）及

び第十三条第二十四号（第三

十条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない

方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処

（電磁的記録等） 

第三十一条 指定居宅介護支援

事業者及び指定居宅介護支援

の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもの

のうち、この省令の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができ

る情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定され

るもの（第七条（第三十条にお

いて準用する場合を含む。）及

び第十三条第二十四号（第三

十条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない

方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処
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理の用に供されるものをい

う。）により行うことができ

る。 

２ 指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅介護支援の提供に

当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）

のうち、条例及びこの規則の

規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定さ

れるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）に

よることができる。 

 

用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅介護支援の提供に

当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）

のうち、条例及びこの規則の

規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定さ

れるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）に

よることができる。 

 

理の用に供されるものをい

う。）により行うことができ

る。 

２ 指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅介護支援の提供に

当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）

のうち、この省令の規定にお

いて書面で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの

については、当該交付等の相

手方の承諾を得て、書面に代

えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によるこ

とができる。 

理の用に供されるものをい

う。）により行うことができ

る。 

２ 指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅介護支援の提供に

当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）

のうち、この省令の規定にお

いて書面で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの

については、当該交付等の相

手方の承諾を得て、書面に代

えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によるこ

とができる。 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年７月

１日から施行する。 

（福岡市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例等の一

部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中

「指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準

（平成 11年厚生省令第 38号）

第 13条第９号」を「福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例（平成 26年福岡市条例第

27号）第 12条第３項」に改め

る。 

⑴ 福岡市指定居宅サービス

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年７月

１日から施行する。 

（福岡市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例等の一

部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中

「指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準

（平成 11年厚生省令第 38号）

第 13条第９号」を「福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例（平成 26年福岡市条例第

27号）第 12条第３項」に改め

る。 

⑴ 福岡市指定居宅サービス

附 則 

 

この規則は、平成 26年７月１

日から施行する。 

附 則 

 

この規則は、平成 26年７月１

日から施行する。 

附 則 

 

この省令は、平成十二年四月

一日から施行する。 

 

附 則 

 

この省令は、平成十二年四月

一日から施行する。 
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等の事業の人員、設備及び

運営の基準等を定める条例

（平成24年福岡市条例第66

号）第 13条第３項第３号 

⑵ 福岡市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等を定める

条例（平成 24年福岡市条例

第 67号）第 15条第３項 

等の事業の人員、設備及び

運営の基準等を定める条例

（平成24年福岡市条例第66

号）第 13条第３項第３号 

⑵ 福岡市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等を定める

条例（平成 24年福岡市条例

第 67号）第 15条第３項 

    附 則 （平成一二年二月

二一日厚生省令第一二号） 

 

この省令は、平成十二年四月

一日から施行する。 

 

附 則 （平成一二年二月

二一日厚生省令第一二号） 

 

この省令は、平成十二年四月

一日から施行する。 

 

    附 則 （平成一二年一二

月八日厚生省令第一四一

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十四

年一月一日から施行する。た

だし、第二条及び第四条の規

定は、平成十三年一月一日か

ら施行する。 

 

附 則 （平成一二年一二

月八日厚生省令第一四一

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十四

年一月一日から施行する。た

だし、第二条及び第四条の規

定は、平成十三年一月一日か

ら施行する。 

 

    附 則 （平成一三年三月

二六日厚生労働省令第三

六号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この省令は、書面の交付等

に関する情報通信の技術の利

用のための関係法律の整備に

関する法律の施行の日（平成

十三年四月一日）から施行す

る。 

 

附 則 （平成一三年三月

二六日厚生労働省令第三

六号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この省令は、書面の交付等

に関する情報通信の技術の利

用のための関係法律の整備に

関する法律の施行の日（平成

十三年四月一日）から施行す

る。 
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    附 則 （平成一五年三月

一四日厚生労働省令第二

九号） 

 

この省令は、平成十五年四月

一日から施行する。 

 

附 則 （平成一五年三月

一四日厚生労働省令第二

九号） 

 

この省令は、平成十五年四月

一日から施行する。 

    附 則 （平成一八年三月

一四日厚生労働省令第三

三号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は平成十八年

四月一日から施行する。 

（指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準の

一部改正に伴う経過措置） 

第七条 平成十七年改正法附則

第十条第一項の規定により指

定居宅介護支援事業者とみな

された者が指定居宅介護支援

の事業を行う事業所について

は、第四条による改正後の指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（以

下「指定居宅介護支援等新基

準」という。）第三条第二項の

規定にかかわらず、平成十九

年三月三十一日までの間は、

当該指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門員

でない場合であっても当該職

務に従事することができる。 

第八条 平成十七年改正法附則

第十条第一項の規定により指

定居宅介護支援事業者とみな

された者が事業を行う指定居

宅介護支援の事業を行う事業

所については、指定居宅介護

附 則 （平成一八年三月

一四日厚生労働省令第三

三号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は平成十八年

四月一日から施行する。 

（指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準の

一部改正に伴う経過措置） 

第七条 平成十七年改正法附則

第十条第一項の規定により指

定居宅介護支援事業者とみな

された者が指定居宅介護支援

の事業を行う事業所について

は、第四条による改正後の指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（以

下「指定居宅介護支援等新基

準」という。）第三条第二項の

規定にかかわらず、平成十九

年三月三十一日までの間は、

当該指定居宅介護支援事業所

の管理者は、介護支援専門員

でない場合であっても当該職

務に従事することができる。 

第八条 平成十七年改正法附則

第十条第一項の規定により指

定居宅介護支援事業者とみな

された者が事業を行う指定居

宅介護支援の事業を行う事業

所については、指定居宅介護
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支援等新基準第十三条第二十

五号の規定にかかわらず、平

成十九年三月三十一日までの

間は、指定介護予防支援事業

者から指定介護予防支援の業

務の委託を受ける利用者の数

の上限については適用しな

い。 

 

支援等新基準第十三条第二十

五号の規定にかかわらず、平

成十九年三月三十一日までの

間は、指定介護予防支援事業

者から指定介護予防支援の業

務の委託を受ける利用者の数

の上限については適用しな

い。 

    附 則 （平成一八年九月

八日厚生労働省令第一五

六号） 

 

この省令は、公布の日から施行

する。 

 

附 則 （平成一八年九月

八日厚生労働省令第一五

六号） 

 

この省令は、公布の日から施行

する。 

 

    附 則 （平成二〇年八月

二九日厚生労働省令第一

三五号） 

 

この省令は、平成二十年九月一

日から施行する。 

 

附 則 （平成二〇年八月

二九日厚生労働省令第一

三五号） 

 

この省令は、平成二十年九月一

日から施行する。 

 

    附 則 （平成二一年三月

三〇日厚生労働省令第五

四号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、介護保険

法及び老人福祉法の一部を改

正する法律（平成二十年法律

第四十二号）の施行の日（平成

二十一年五月一日）から施行

する。 

 

附 則 （平成二一年三月

三〇日厚生労働省令第五

四号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、介護保険

法及び老人福祉法の一部を改

正する法律（平成二十年法律

第四十二号）の施行の日（平成

二十一年五月一日）から施行

する。 

 

    附 則 （平成二四年一月

三〇日厚生労働省令第一

一号） 抄 

 

附 則 （平成二四年一月

三〇日厚生労働省令第一

一号） 抄 
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（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

    附 則 （平成二四年三月

一三日厚生労働省令第三

〇号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成二四年三月

一三日厚生労働省令第三

〇号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

    

 

 

 

 

 

 

附 則 （平成二五年九月

一三日厚生労働省令第百

五号） 

 

この省令は、平成二十六年四月

一日から施行する。 

附 則 （平成二五年九月

一三日厚生労働省令第百

五号） 

 

この省令は、平成二十六年四月

一日から施行する。 

  附 則 

 

 

 

 

この規則は、平成 27年４月１

日から施行する。 

附 則 

 

 

 

 

この規則は、平成 27年４月１

日から施行する。 

附 則（平成二十七年一月

十六日厚生労働省令第四

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条この省令は、平成二十七

年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成二十七年一月

十六日厚生労働省令第四

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条この省令は、平成二十七

年四月一日から施行する。 

附 則 

 

 

 

 

この規則は、平成 28年４月１

日から施行する。 

附 則 

 

 

 

 

この規則は、平成 28年４月１日

から施行する。 

  附 則（平成二十八年二月

五日厚生労働省令第十四

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

八年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成二十八年二月

五日厚生労働省令第十四

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

八年四月一日から施行する。 

附 則 

 

 

（施行期日） 

附 則 

 

 

（施行期日） 

附 則 

 

 

（施行期日） 

附 則 

 

 

 

附 則（平成三十年一月十

八日厚生労働省令第四号） 

抄 

 

附 則（平成三十年一月十

八日厚生労働省令第四号） 

抄 
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１ この条例は、平成 30年４月

１日から施行する。 

 

（管理者に係る経過措置） 

３ 令和９年３月31日までの間

は、第６条の規定による改正

後の福岡市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営の基

準等を定める条例第６条第２

項の規定にかかわらず、介護

支援専門員（介護保険法施行

規則（平成 11年厚生省令第 36

号）第 140 条の 66 第１号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員を除く。）を同条例第

６条第１項に規定する管理者

とすることができる。 

４ 令和３年４月１日以後にお

ける前項の規定の適用につい

ては、同項中「、第６条」とあ

るのは「令和３年３月 31日ま

でに介護保険法第46条第１項

の指定を受けている事業所

（同日において、当該事業所

における第６条第１項に規定

する管理者（以下この条にお

いて「管理者」という。）が、

介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36号）第 140条

の 66第１号イ（３）に規定す

る主任介護支援専門員でない

ものに限る。）については、第

６条」と、「介護支援専門員（介

護保険法施行規則（平成 11年

厚生省令第 36号）第 140条の

66第１号イ（３）に規定する

主任介護支援専門員を除く。）

を第６条第１項に規定する」

とあるのは、「引き続き、令和

１ この条例は、平成 30年４月

１日から施行する。 

 

（管理者に係る経過措置） 

３ 令和９年３月31日までの間

は、第６条の規定による改正

後の福岡市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営の基

準等を定める条例第６条第２

項の規定にかかわらず、介護

支援専門員（介護保険法施行

規則（平成 11年厚生省令第 36

号）第 140 条の 66 第１号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員を除く。）を同条例第

６条第１項に規定する管理者

とすることができる。 

４ 令和３年４月１日以後にお

ける前項の規定の適用につい

ては、同項中「、第６条」とあ

るのは「令和３年３月 31日ま

でに介護保険法第46条第１項

の指定を受けている事業所

（同日において、当該事業所

における第６条第１項に規定

する管理者（以下この条にお

いて「管理者」という。）が、

介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36号）第 140条

の 66第１号イ（３）に規定す

る主任介護支援専門員でない

ものに限る。）については、第

６条」と、「介護支援専門員（介

護保険法施行規則（平成 11年

厚生省令第 36号）第 140条の

66第１号イ（３）に規定する

主任介護支援専門員を除く。）

を第６条第１項に規定する」

とあるのは、「引き続き、令和

１ この条例は、平成 30年４月

１日から施行する。 

 

この規則は、平成 30年４月１

日から施行する。 

 

 

（管理者に係る経過措置） 

第三条 令和九年三月三十一日

までの間は、第二条の規定に

よる改正後の指定居宅介護支

援等基準第三条第二項の規定

にかかわらず、介護支援専門

員（介護保険法施行規則（平成

十一年厚生省令第三十六号）

第百四十条の六十六第一号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員を除く。）を指定居宅

介護支援等基準第三条第一項

に規定する管理者とすること

ができる。 

２ 令和三年四月一日以降にお

ける前項の規定の適用につい

ては、前項中「、第二条」とあ

るのは「令和三年三月三十一

日までに介護保険法第四十六

条第一項の指定を受けている

事業所（同日において、当該事

業所における指定居宅介護支

援等基準第三条第一項に規定

する管理者（以下この条にお

いて「管理者」という。）が、

介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号）第

百四十条の六十六第一号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員でないものに限る。）

については、第二条」と、「介

護支援専門員（介護保険法施

行規則（平成十一年厚生省令

第三十六号）第百四十条の六

十六第一号イ（３）に規定する

主任介護支援専門員を除く。）

を指定居宅介護支援等基準第

 

 

（管理者に係る経過措置） 

第三条 令和九年三月三十一日

までの間は、第二条の規定に

よる改正後の指定居宅介護支

援等基準第三条第二項の規定

にかかわらず、介護支援専門

員（介護保険法施行規則（平成

十一年厚生省令第三十六号）

第百四十条の六十六第一号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員を除く。）を指定居宅

介護支援等基準第三条第一項

に規定する管理者とすること

ができる。 

２ 令和三年四月一日以降にお

ける前項の規定の適用につい

ては、前項中「、第二条」とあ

るのは「令和三年三月三十一

日までに介護保険法第四十六

条第一項の指定を受けている

事業所（同日において、当該事

業所における指定居宅介護支

援等基準第三条第一項に規定

する管理者（以下この条にお

いて「管理者」という。）が、

介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号）第

百四十条の六十六第一号イ

（３）に規定する主任介護支

援専門員でないものに限る。）

については、第二条」と、「介

護支援専門員（介護保険法施

行規則（平成十一年厚生省令

第三十六号）第百四十条の六

十六第一号イ（３）に規定する

主任介護支援専門員を除く。）

を指定居宅介護支援等基準第
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３年３月31日における管理者

である介護支援専門員を」と

する。 

３年３月31日における管理者

である介護支援専門員を」と

する。 

三条第一項に規定する」とあ

るのは、「引き続き、令和三年

三月三十一日における管理者

である介護支援専門員を」と

する。 

 

三条第一項に規定する」とあ

るのは、「引き続き、令和三年

三月三十一日における管理者

である介護支援専門員を」と

する。 

 

附 則 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は令和３年４月１

日から施行する。ただし、第２

条の規定は、公布の日から施

行する。 

 

 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この条例の施行の日から令

和６年３月31日までの間、第

１条の規定による改正後の福

岡市指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営の基準を定

める条例（以下「改正後の条

例」という。）第４条第５項及

び第14条の２（改正後の条例

第16条において準用する場合

を含む。）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは、「講じる

ように努めなければ」とする。 

附 則 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は令和３年４月１

日から施行する。ただし、第２

条の規定は、公布の日から施

行する。 

 

 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この条例の施行の日から令

和６年３月 31日までの間、第

１条の規定による改正後の福

岡市指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営の基準を定

める条例（以下「改正後の条

例」という。）第４条第５項及

び第 14条の２（改正後の条例

第16条において準用する場合

を含む。）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは、「講じる

ように努めなければ」とする。 

附 則 

 

 

（施行期日） 

１ この規則は令和３年４月１

日から施行する。ただし、第 11

条第１項第17号の２の次に１

号を加える改正規定は、令和

３年 10月１日から施行する。 

 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この規則の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

規則による改正後の福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）第 15条（改

正後の規則第23条において準

用する場合を含む。）の規定の

適用については、改正後の規

則第 15中「、次に」とあるの

は「、虐待の防止のための措置

に関する事項に関する規程を

定めておくよう努めるととも

に、次に」と、「重要事項」と

あるのは「重要事項（虐待の防

止のための措置に関する事項

を除く。）」とする。 

 

附 則 

 

 

（施行期日） 

１ この規則は令和３年４月１

日から施行する。ただし、第 11

条第１項第 17 号の２の次に

１号を加える改正規定は、令

和３年 10 月１日から施行す

る。 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この規則の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

規則による改正後の福岡市指

定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営の基準等を定める

条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）第 15条（改

正後の規則第 23 条において

準用する場合を含む。）の規定

の適用については、改正後の

規則第 15中「、次に」とある

のは「、虐待の防止のための措

置に関する事項に関する規程

を定めておくよう努めるとと

もに、次に」と、「重要事項」

とあるのは「重要事項（虐待の

防止のための措置に関する事

項を除く。）」とする。 

 

附 則（令和三年一月二五

日厚生労働省令第九号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は令和三年四

月一日から施行する。ただし、

第十三条第十八号の二の次に

一号を加える改正規定は、令

和三年十月一日から施行す

る。 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

第一条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第一条の二第五項及び

第二十七条の二（第三十条に

おいて準用する場合を含む。）

の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」

とあるのは「講じるように努

めなければ」とし、第十八条

（第三十条において準用する

場合を含む。）の規定の適用に

ついては、この規定中「、次に」

とあるのは「、虐待の防止のた

めの措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努め

るとともに、次に」と、「重要

事項」とあるのは「重要事項

（虐待の防止のための措置に

関する事項を除く。）」とする。 

 

附 則（令和三年一月二五

日厚生労働省令第九号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は令和三年四

月一日から施行する。ただし、

第十三条第十八号の二の次に

一号を加える改正規定は、令

和三年十月一日から施行す

る。 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

第一条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第一条の二第五項及び

第二十七条の二（第三十条に

おいて準用する場合を含む。）

の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」

とあるのは「講じるように努

めなければ」とし、第十八条

（第三十条において準用する

場合を含む。）の規定の適用に

ついては、この規定中「、次に」

とあるのは「、虐待の防止のた

めの措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努め

るとともに、次に」と、「重要

事項」とあるのは「重要事項

（虐待の防止のための措置に

関する事項を除く。）」とする。 
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（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

16条の２（改正後の規則第 23

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、改正後の規則第 16条の２

第１項中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなけ

れば」と、同条第２項中「実施

しなければ」とあるのは「実施

するよう努めなければ」と、同

条第３項中「行うものとする」

とあるのは「行うよう努める

ものとする」とする。 

 

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置に係る経過

措置） 

 

４ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

17条の２（改正後の規則第 23

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、改正後の規則第 17条の２

中「講じなければ」とあるの

は、「講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

16条の２（改正後の規則第 23

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、改正後の規則第 16条の２

第１項中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなけ

れば」と、同条第２項中「実施

しなければ」とあるのは「実施

するよう努めなければ」と、同

条第３項中「行うものとする」

とあるのは「行うよう努める

ものとする」とする。 

 

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置に係る経過

措置） 

 

４ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

17条の２（改正後の規則第 23

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、改正後の規則第 17条の２

中「講じなければ」とあるの

は、「講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

 

（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第十九条の二（第三十条

において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、この規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努

めなければ」と、「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「行うも

のとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 

 

 

 

（居宅サービス事業者等にお

ける感染症の予防及びまん延

の防止のための措置に係る経

過措置） 

第四条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第二十一条の二（第三十

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、この規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努

めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第十九条の二（第三十条

において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、この規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努

めなければ」と、「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「行うも

のとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 

 

 

 

（居宅サービス事業者等にお

ける感染症の予防及びまん延

の防止のための措置に係る経

過措置） 

第四条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、第二十一条の二（第三十

条において準用する場合を含

む。）の規定の適用について

は、この規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努

めなければ」とする。 

 附 則 

 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月

１日から施行する。 

 

 附 則 

 

 

 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月

１日から施行する。ただし、第

18条に１項を加える改正規定

 附 則（令和六年一月二五

日厚生労働省令第一六号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和六年

四月一日から施行する。 
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は、令和７年４月１日から施

行する。 

 

 

 

 

 

（重要事項の掲示に係る経過

措置） 

第二条 この省令の施行の日か

ら令和七年三月三十一日まで

の間は、第三条の規定による

改正後の指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関す

る基準（以下「新指定居宅介

護支援等基準」という。）第

二十二条第三項（新指定居宅

介護支援等基準第三十条にお

いて準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同

項中「指定居宅介護支援事業

者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。」とあるのは

「削除」とする。 

      

 


